
○北海道警察災害警備計画の制定について

令和５年４月25日

（ ）道本備第424号 各部合同

各警察署長／宛て／警察本部各部、所属の長／警察学校長／各方面本部長／

道警察の災害警備は 「北海道警察災害警備計画の制定について （令４．４．１道本備、 」

第１号。以下「旧通達」という ）により実施してきたところであるが、この度、所要の。

見直しを行い、新たに別添のとおり「北海道警察災害警備計画」を定めたので、所属職員

に周知徹底し、適正な運用に努められたい。

なお、旧通達は、廃止する。



別 添

北 海 道 警 察 災 害 警 備 計 画

令 和 ５ 年 ４ 月
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第１章 総則

第１ 目的

この計画は、道内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の警察活動

及び災害発生に備えて平素から実施すべき警察活動について必要な事項を定め、もって

災害警備の適切な実施を図ることを目的とする。

第２ 準拠

災害警備に係る措置については、次に掲げる法令等その他別に定めるもののほか、こ

の計画の定めるところによる。

⑴ 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

⑵ 防災基本計画（昭和38年６月中央防災会議決定）

⑶ 国家公安委員会・警察庁防災業務計画（昭和38年６月国家公安委員会・警察庁決

定）

⑷ 警備実施要則（昭和38年国家公安委員会規則第３号）

⑸ 北海道防災会議条例（昭和37年道条例第53号）

⑹ 北海道地域防災計画（北海道防災会議決定）

第３ 構成

１ この計画の構成は、第２章から第５章までについては、この計画全体を通じた共通

対策を記述し、これをもって「地震災害対策 （地震に伴う被害としては、揺れによ」

、 。）るものと津波によるものとがあるところ 主として揺れによる被害への対策をいう

、 「 」、として定めるとともに 第６章の 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る措置

第７章の「自然災害対策 、第８章の「事故災害対策」においては、第２章から第５」

章までに定めるもののほか、特記すべき事項を定める。

２ この計画の実施に密接に関連する事項として、第９章に「道外における災害への対

応」について定める。

第４ 定義

この計画において、次の各事項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各事項に定める

ところによる。

⑴ 災害 自然災害及び事故災害をいう。

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、⑵ 自然災害 暴風 竜巻 豪雨 豪雪 洪水 崖崩れ 土石流 高潮 地震 津波

噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

⑶ 事故災害 海上災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、原子力災害、危険物等災

害及び火事災害をいう。

⑷ 海上災害 船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難によ

り生ずる被害で、多数の遭難者、行方不明者、死傷者等を伴うもの又は船舶からの

危険物等の大量流出等により生ずる被害で、著しい海洋汚染、火災、爆発等を伴う

ものをいう。

⑸ 航空災害 航空運送事業者の運航する航空機の墜落等の大規模な航空機事故によ



り生ずる被害で、多数の死傷者等を伴うものをいう。

⑹ 鉄道災害 鉄道及び軌道（以下「鉄軌道」という ）における列車の衝突又は脱。

線により生ずる被害で、多数の死傷者等を伴うものをいう。

⑺ 道路災害 道路上における大規模な交通事故及び道路の陥没、トンネルの崩落等

の道路構造物の被災等により生ずる被害で、多数の死傷者等を伴うものをいう。

⑻ 原子力災害 原子力発電所等における事故により生ずる被害で、放射性物質の流

出等その影響が周囲に及び、又は及ぶおそれがあるものをいう。

⑼ 危険物等災害 危険物若しくは高圧ガスの漏えい・流出・火災・爆発、毒物若し

くは劇物の飛散・漏えい・流出、火薬類の火災・爆発又は石油コンビナート等の特

別防災区域における危険物等の流出・火災・爆発により生ずる被害で、多数の死傷

者等を伴うものをいう。

⑽ 火事災害 大規模な火事により生ずる被害で、多数の死傷者等を伴うもの又は広

範囲な林野の焼失等を伴うものをいう。

⑾ 緊急交通路 被災者の救出救助、避難誘導等に向かう警察その他防災関係機関の

緊急通行車両が通行する区域又は道路の区間をいう。

⑿ 防災関係機関 道、市町村、陸上自衛隊北部方面総監部、第一管区海上保安本部

その他の道又は市町村の防災会議の構成機関並びに災害警備活動を実施する上で関

連する機関及び団体をいう。

⒀ 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。

⒁ 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれ

がある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確

保を図るため特に支援を要する者をいう。

⒂ 帰宅困難者 災害時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者（近距離を徒歩

で帰宅する者）を除いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等により帰宅できな

い者）及び遠距離徒歩帰宅者（遠距離を徒歩で帰宅する者）をいう。

⒃ 災害警備要員 道警察に勤務する警察官、事務職員及び技術職員並びに北海道警

察（方面）情報通信部の職員であって、災害警備活動に従事する者をいう。

⒄ 災害警備本部等 第２章の第２の事項に定める北海道警察災害警備本部、北海道

警察災害警備対策室、北海道警察災害警備連絡室、方面災害警備本部、方面災害警

備対策室、方面災害警備連絡室、警察署災害警備本部及び警察署災害警備連絡室を

いう。

⒅ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を

経て択捉島の東方沖までの日本海溝及び千島海溝並びにその周辺の地域における地

殻の境界等を震源とする大規模な海溝型地震をいう。

第５ 実施方針

この計画は、平成７年１月の阪神淡路大震災、平成23年３月の東日本大震災、平成30

年９月の北海道胆振東部地震災害及び近年の大規模災害における警察の活動を踏まえた



ものであり、その実施に当たっては、通常発生する地震、風水害、火山災害及び事故災

害はもとより、今後発生が予想される「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」にも的確

に対処できるよう、道警察の各部門が相互に連絡を密にして、一体的な活動を行うよう

、 、 、努めるとともに 他の機関との緊密な連携の下に災害警備対策を推進し 災害が発生し

又は発生するおそれがある場合には、早期に警備体制を確立して情報の収集に努め、住

民等の生命及び身体の保護を第一とした災害警備活動に努めるものとする。

第６ 災害対策に係る検討体制

１ 道警察における災害警備その他災害対策について、各部横断的に検討・推進するた

、 （ 「 」 。）め 警察本部に災害対策検討委員会 以下この第６の事項において 委員会 という

を置くものとする。

２ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

３ 委員会の委員長には警察本部長を、委員には各部長その他委員長の指名する者をも

って充てる。

４ 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集するものとする。

５ 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員会の補佐機関として幹事会を置くこ

とができる。

６ 委員会の庶務は、警察本部警備課において処理する。

７ 委員会の構成及び運営に関し必要な事項は別に定める。

第７ 警察活動の基本

災害発生時における警察活動は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

⑴ 情報の収集及び報告

⑵ 被害の実態把握

⑶ 被災者の救出救助

⑷ 危険地域における住民等の避難誘導

⑸ 緊急交通路の確保

⑹ 気象予報及び警報の伝達

⑺ 被害の拡大防止

⑻ 行方不明者の捜索及び死体の検視

⑼ 被災地、避難場所、危険箇所等の警戒

⑽ 危険物に対する保安対策

⑾ 不法事案の予防及び取締り

⑿ 広報活動

⒀ 防災関係機関が行う防災業務に対する協力

第８ 災害警備要員の心構え

１ 出動時の心構え

⑴ 与えられた任務の確認

災害警備実施活動においては分散配置されることが多く、連絡が取りにくい状況



下におかれやすいので、出動に当たっては、よく自己の任務を確認しておかなけれ

ばならない。

⑵ 非常の場合の報告連絡方法の確認

災害時には通信が途絶し、道路が不通になるなど連絡や報告の手段が得られなく

なる場合が多いため、有線、無線の通信施設の状況や非常の場合の連絡方法等を確

認しておかなければならない。

⑶ 装備資機材の整備点検

災害警備用の装備資機材は常時使用するものではないので、平素からよく整備点

検しておくとともに、出動時には災害現場に応じた装備資機材の携行等に配意する

とともに、平素から訓練を重ね技術を高めておかなければならない。

⑷ 生活用品の準備

災害発生時に直ちに警備活動が行えるよう、衣類、筆記具、医薬品、飲料水、食

料等最低限必要な物を平素から準備しておかなければならない。

２ 災害警備実施時の心構え

⑴ 統制と団結の保持

災害時は混乱し、統制が乱れがちとなるので、災害警備要員は進んで指揮者の掌

握下に入り、統制と団結の保持に努めなければならない。

⑵ 被災者の心情への配慮

被災者は、不安の極にあることから、心情を察し、同情と理解ある態度をもって

被災者に接しなければならない。

⑶ 事故防止

災害警備活動は、危険な状況下で行われるものであるから、災害警備要員は必要

、 。以上の危険を冒すことなく 事故防止に絶えず細心の注意を払わなければならない

⑷ 健康管理

災害現場は非衛生的な環境であり、かつ長時間にわたる過酷な勤務に従事するこ

、 。ととなるので 災害警備要員個々において健康管理に十分注意しなければならない

第２章 警備体制等

第１ 警備体制

１ 警備体制の種別及び発令の基準

警備体制の種別及び発令の基準は次表のとおりとする。

種別 基準

警戒体制 １ 震度５弱の地震を観測したとき。

２ 津波注意報が発表されたとき。

３ 常時観測火山（北海道駒ヶ岳、樽前山、有珠山、十勝岳、雌阿寒

岳、アトサヌプリ、大雪山、倶多楽及び恵山をいう。以下同じ）に



「噴火警戒レベル２」が発表されたとき。

４ 土砂災害警戒情報が発表されたとき。

５ その他気象庁によって各種の警報が発せられた場合など、災害の

発生が予想されるとき。

非常体制 １ 震度５強の地震を観測したとき。

２ 津波警報が発表されたとき。

３ 常時観測火山に「噴火警戒レベル３」が発表されたとき。

４ その他相当な規模の災害が発生し、又は発生しようとするとき。

緊急体制 １ 震度６弱以上の地震を観測したとき。

２ 大津波警報が発表されたとき。

３ 常時観測火山に「噴火警戒レベル４又は５」が発表されたとき。

４ その他甚大な規模の災害が発生し、又は発生しようとする場合で

あって、最大限の人員が必要となるとき。

２ 警備体制の発令

警備体制の発令にあっては、次の各事項に掲げる者がそれぞれ当該各事項に定める

部署を示した上、警備体制をとるよう命ずるものとする。

ア 警察本部長 北海道警察本部、方面本部及び警察署

イ 方面本部長 当該方面本部及び当該方面に所属する警察署

ウ 警察署長 当該警察署

第２ 災害警備本部等の設置

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、警備体制をとったときは、次に掲げる災害

警備本部等を設置し、災害警備実施に当たるものとする。

⑴ 警察本部

ア 北海道警察災害警備本部

設置(ア)

警察本部長は、緊急体制をとったときは、警察本部長を警備本部長とする北

（ 「 」 。）海道警察災害警備本部 以下この第２の事項において 道警備本部 という

を設置するものとする。

構成(イ)

ａ 道警備本部は、警備本部長、副本部長、幕僚その他の警備本部員をもって

構成する。

、 、 、 、 、 、 、ｂ 道警備本部には 警備班 総務班 警務班 生活安全班 地域班 捜査班

交通班、情報通信班、受援班、サイバーセキュリティ対策班その他の必要な

班を置く。



警備本部長(ウ)

警備本部長は、道警備本部及び所属部隊を指揮して災害警備実施を統括する

ものとする。

副本部長及び幕僚(エ)

ａ 副本部長は、災害警備実施全体の運用について、警備本部長を補佐し、道

警備本部の事務を調整するものとする。

ｂ 幕僚は、それぞれ道警備本部の事務を分掌し、警備本部長を補佐するもの

とする。

警備本部員(オ)

、 、 。警備本部員は 上司の命を受けて 道警備本部の事務を遂行するものとする

編成及び任務(カ)

道警備本部の編成及び任務は、別に定めるものとする。

イ 北海道警察災害警備対策室

設置(ア)

警察本部長は、非常体制をとったときは、道警備本部に準ずる組織として、

警備部長を室長とする北海道警察災害警備対策室（以下この第２の事項におい

て「道対策室」という ）を設置するものとする。。

編成及び任務(イ)

道対策室の編成及び任務は、別に定めるものとする。

ウ 北海道警察災害警備連絡室

設置(ア)

警察本部長は、警戒体制をとったときは、道警備本部に準ずる組織として、

警察本部警備課長を室長とする北海道警察災害警備連絡室（以下この第２の事

項において「道連絡室」という ）を設置するものとする。。

編成及び任務(イ)

道連絡室の編成及び任務は、別に定めるものとする。

⑵ 方面本部

ア 方面災害警備本部

設置(ア)

方面本部長は、警察本部長から緊急体制をとるよう命じられたとき、又は自

ら緊急体制をとったときは、当該方面本部長を警備本部長とする方面災害警備

本部（以下この第２の事項において「方面警備本部」という ）を設置するも。

のとする。

構成(イ)

方面警備本部の構成については、道警備本部に準ずるものとする。

編成及び任務(ウ)

方面警備本部の編成及び任務は、あらかじめ当該方面本部長が定めるものと



する。

イ 方面災害警備対策室

設置(ア)

方面本部長は、警察本部長から非常体制をとるよう命じられたとき、又は自

ら非常体制をとったときは、方面警備本部に準ずる組織として、当該方面本部

の首席参事官を室長とする方面災害警備対策室（以下この第２の事項において

「方面対策室」という ）を設置するものとする。。

編成及び任務(イ)

方面対策室の編成及び任務は、あらかじめ当該方面本部長が定めるものとす

る。

ウ 方面災害警備連絡室

設置(ア)

方面本部長は、警察本部長から警戒体制をとるよう命じられたとき、又は自

ら警戒体制をとったときは、方面警備本部に準ずる組織として、当該方面本部

の警備課長を室長とする方面災害警備連絡室 以下この第２の事項において 方（ 「

面連絡室」という ）を設置するものとする。。

編成及び任務(イ)

方面連絡室の編成及び任務は、あらかじめ当該方面本部長が定めるものとす

る。

エ 報告等

方面本部長は、自ら警備体制をとったときは、当該警備体制の種別、設置の日

時及び設置の理由を警察本部長に報告するものとする。

当該方面に所属する警察署が警備体制をとったときも、同様とする。

⑶ 警察署

ア 警察署災害警備本部

設置(ア)

警察署長は、警察本部長（札幌方面以外の方面の警察署にあっては、当該方

面本部長。以下同じ ）から、非常体制若しくは緊急体制をとるよう命じられ。

たとき、又は自ら非常体制若しくは緊急体制をとったときは、当該警察署長を

警備本部長とする警察署災害警備本部（以下この第２の事項において「署警備

本部」という ）を設置するものとする。。

構成(イ)

署警備本部には、必要な班を置く。

編成及び任務(ウ)

、 。署警備本部の編成及び任務は あらかじめ当該警察署長が定めるものとする

イ 警察署災害警備連絡室

設置(ア)



警察署長は、警察本部長から警戒体制をとるよう命じられたとき、又は自ら

警戒体制をとったときは、当該警察署の警備課（係）長を室長とする警察署災

害警備連絡室（以下この第２の事項において「署連絡室」という ）を設置す。

るものとする。

編成及び任務(イ)

署連絡室の編成及び任務は、あらかじめ当該警察署長が定めるものとする。

ウ 報告等

警察署長は、自ら警備体制をとったときは、当該警備体制の種別、設置の日時

及び設置の理由を警察本部長に報告するものとする。

⑷ 災害警備要員の指定

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、災害警備本部等の設置に備え、災害警

備本部等の災害警備要員をあらかじめ指定するものとする。

また、当該要員が被災による負傷等で参集ができない場合、災害対応が長期間に

及ぶ場合等は、災害警備要員を交替するなどの補完体制を整備するものとする。

第３ 非常招集、非常参集及び職員等の安否確認

１ 非常招集

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合の非常招集は、北海道警察の

（ 。 「 」非常招集に関する訓令 昭和30年警察本部訓令第９号 以下２の事項において 訓令

という ）の定めるところによる。。

２ 非常参集

（ 「 」 。） 、災害が発生した場合の非常参集 以下この２の事項において 参集 という は

訓令の定めるところによるほか、次に掲げるところによる。

ア 参集の基準

警察本部の職員にあっては道内において、その他の職員にあっては当該職員(ア)

が所属する方面管内において、次に掲げる災害の発生を認知したときは、参集

するものとする。

ａ 震度６弱以上の地震を観測したとき。

ｂ 大津波警報が発表されたとき。

ｃ 常時観測火山に「噴火警戒レベル４又は５」が発表されたとき。

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、 の事項に規定する基準に加え、(イ) (ア)

当該管轄区域の実態や当該部署の実情を考慮し、参集の基準を定めることがで

きる。

イ 参集場所

職員は、原則として所属部署に参集するものとする。ただし、道路の損壊等に

より、所属部署に参集できない場合又は所属部署の参集に相当の時間を要すると

、 。認める場合には 一時的に最寄りの警察施設又は代替施設に参集するものとする

また、津波により所属部署の浸水が想定される場合には、津波浸水域外等に避



難するほか、所属の長が指定する場所に参集するものとする。

ウ 参集手段、方法

職員は、道路の損壊等により、通常の交通手段で参集できない場合には、交通

の状況に応じ、自転車、徒歩等により参集するものとする。

エ 参集時の被害状況の把握

職員は、参集途上においては被害状況の把握に努め、災害警備本部等に報告す

るものとする。

オ 参集時の服装

参集時の服装は、活動に適した服装とする。

カ 参集時の携行品

出動服、警備靴、軍手、タオル、マスク、雨衣、水筒、非常食、現金、懐中電

灯、応急医薬品、着替え（下着）等の当分の災害警備活動に必要と思われるもの

を携行するものとする。

３ 他所属職員の参集を受けた部署の措置

⑴ 職員の把握と通報

２のイの事項に定める所属職員以外の職員（次事項において「他所属職員」とい

う ）の参集を受けた部署の長（次事項において「部署長」という ）は、当該職員。 。

の所属、職名、氏名等を把握するとともに、当該職員が所属する部署の長に通報す

るものとする。

⑵ 職員の運用

ア 部署長は、他所属職員に対し、必要に応じ災害警備活動の任務を付与するもの

とする。

イ 部署長は、他所属職員の宿泊、給食等の措置をとるものとする。

ウ 部署長は、他所属職員が当該所属する部署に参集することができると認めると

きは、当該所属の部署に参集させるものとする。

４ 職員等の安否確認

⑴ 所属の長は、電話回線の途絶や発信規制が行われている場合に備え、携帯電話の

メール機能、災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等を活用した所属職員の安否確認

要領をあらかじめ定めておくものとする。

⑵ 所属の長は、大規模な災害が発生した際には、速やかに職員の安否確認を行い、

災害警備本部等の長に報告するものとする。

第４ 部隊等

１ 部隊の区分

部隊は、救出救助部隊及び特科部隊に区分する。

２ 救出救助部隊

救出救助部隊は、救出救助活動、避難誘導、警戒区域の設定その他の災害警備実施

において目的達成のための主たる活動を行うものとし、次に掲げる部隊をもって充て



る。

ア 北海道警察機動隊

イ 北海道警察警備隊

ウ 北海道警察第二機動隊

エ その他の救出救助部隊

３ 特科部隊

⑴ 特科部隊には、次に掲げる部隊をもって充てる。

ア 警察本部特科部隊

イ 方面本部特科部隊

ウ 警察署特科部隊

⑵ 特科部隊の種別は、次に掲げるとおりとする。ただし、必要に応じて、航空、通

信等、他の種別の部隊を編成するものとする。

ア 情報

イ 警衛警護

ウ 特命

エ 受援

オ 広報

カ 宿舎補給

キ 装備

ク 救護

ケ 生活安全

コ 被災地警戒

サ 検視

シ 交通

⑶ 編成

ア 前事項に定める特科部隊の種別ごとに、警察本部特科部隊にあっては、警察本

部、警察学校又は札幌方面の警察署に勤務する職員をもって、方面本部特科部隊

にあっては、当該方面本部又は当該方面の警察署に勤務する職員をもって、それ

ぞれあらかじめ編成するものとする。

イ 警察署特科部隊にあっては、当該警察署の実情に則して、当該警察署員をもっ

て、あらかじめ編成するものとする。

⑷ 隊員の指定

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、⑶の事項に定める編成に基づき、あら

かじめ災害警備要員を指定するものとする。

また、当該要員が被災による負傷等で参集ができない場合、災害対応が長期間に

及ぶ場合等は、災害警備要員を交替するなどの補完体制を整備するものとする。

４ 部隊の増強



災害警備本部等は、災害が発生した場合において災害警備実施を行うに当たり、３

の⑶の事項により、あらかじめ編成する部隊に加えて、部隊を増強する必要があると

認めるときは、速やかに被災地以外を管轄する所属の長に対し、応援要請するととも

に、応援派遣を受けた災害警備本部等は、当該職員を部隊に編入し運用するものとす

る。

第５ 都府県警察等からの援助部隊

１ 援助の要求

警察本部長は、大規模災害発生時において、直ちに被災状況等に係る情報の収集に

当たるとともに、被災状況等の詳細な把握ができない段階にあっても、援助の要求に

関して、警察庁に必要な連絡を行い、その調整の下、警察庁又は都府県警察に対し、

援助の要求に係る所要の手続を行うものとする。

２ 警察災害派遣隊の種別及び任務

都府県警察が北海道警察に応援派遣する警察災害派遣隊の種別及び任務は、次のと

おりである。

ア 即応部隊

道内で大規模災害が発生したときに、直ちに応援派遣される部隊をいう。

ａ 広域緊急援助隊（警備部隊）

被災情報の収集及び連絡並びに被災者の避難誘導及び救出救助

ｂ 広域緊急援助隊（交通部隊）

交通情報の収集及び連絡、緊急交通路の確保、緊急通行車両の先導その他

の被災地等における交通警察活動

ｃ 広域緊急援助隊（刑事部隊）

検視及び死体見分

ｄ 広域警察航空隊

警察用航空機による被災情報の収集及び連絡、被災者の救出救助、救援物

資の輸送等

ｅ 機動警察通信隊

被災地等における活動に必要な通信の確保

ｆ 緊急災害警備隊

被災者の救出救助、行方不明者の捜索、避難所、遺体安置所等の警戒警備

その他の被災地等における警備警察活動及び災害警備本部等が特に指示する

活動

イ 一般部隊

道内で大規模災害が発生した後、一定期間が経過した後に長期間にわたり派遣

される部隊をいう。

ａ 特別警備部隊

行方不明者の捜索、避難所、遺体安置所等の警戒警備その他の被災地等に



おける警備警察活動及び災害警備本部等が特に指示する活動

ｂ 特別生活安全部隊

相談活動並びに行方不明者相談情報の収集及び整理

ｃ 特別自動車警ら部隊

警ら用無線自動車による警戒、警ら、現場活動における広報等

ｄ 特別機動捜査部隊

事件発生時における初動捜査等捜査車両を用いた捜査活動

ｅ 身元確認支援部隊

死亡の蓋然性が高い行方不明者の家族等からの身元確認に資する情報及び

資料の収集

ｆ 特別交通部隊

信号機の滅灯に伴う交通整理その他の被災地等における交通警察活動

ｇ 情報通信支援部隊

現地調査、工事仕様書の作成、工事契約、物品調達等被災した警察通信施

設の復旧その他の大規模災害への対応に伴い必要となる情報通信部業務の支

援

ｈ 支援対策部隊

被災地等に派遣される警察災害派遣隊が円滑に活動できるようにするため

、 、 、 、の宿泊所の手配及び被災地等への先導並びに食糧 飲料 装備資機材 車両

燃料等の物資の調達、管理及び搬送に関する活動

３ 警察災害派遣隊の運用

都府県警察から応援派遣される警察災害派遣隊は、警察本部の災害警備本部が運用

するものとする。

第６ 現場における指揮体制の強化

１ 幹部の派遣

警察本部長及び方面本部長は、災害の状況により必要と認めるときは、警察本部長

にあっては警備部災害対策官を、方面本部長にあっては原則警部以上の階級にある警

察官を、それぞれ被災地域に派遣するものとする。

２ 現地指揮所

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、大量の警備部隊を投入して災害警備実施

を行うに当たり、現地で活動する各種の部隊を統括的に指揮運用させる必要がある場

合は、現地指揮所を設置することができるものとする。

３ 指揮支援班

⑴ 救出救助部隊及び都府県警察からの援助部隊の効率的かつ効果的な運用に資する

ため、部隊ごとに指揮支援班を編成するものとする。

⑵ 指揮支援班の長は、部隊の長がこれを兼ねることができるものとする。

⑶ 指揮支援班の班員は、部隊の長が当該部隊員から選定するものとする。



⑷ 指揮支援班の任務は、次に掲げる事項とする。

ア 救出救助活動に資する被災情報の収集・分析

イ 部隊の選定及び部隊活動計画の策定

ウ 部隊活動の報告・記録

エ 災害現場における救出救助関係機関との連携及び調整

第７ 防災関係機関への派遣

災害警備本部等は、道が設置する災害対策本部には可能な限り警視の階級にある警

察官を （総合）振興局や市町村が設置する災害対策本部には可能な限り警部以上の、

階級にある警察官を連絡要員としてそれぞれ派遣し、防災関係機関との情報共有及び

連絡調整に当たらせるものとする。

第３章 災害に備えての措置

第１ 災害警備計画の策定等

１ 警察本部及び方面本部における計画の策定

警察本部長及び方面本部長は、災害警備本部等及び特科部隊（第２章の第４の３の

事項に定める特科部隊をいう。以下同じ ）の編成、任務を定めるとともに、あらか。

じめ当該災害警備要員を充てておくものとする。

２ 警察署における計画の策定

⑴ 警察署長は、次に掲げる事項を内容とする警察署災害警備計画（以下この第１に

おいて「署警備計画」という ）を策定するものとする。。

ア 災害警備に係る管内の基礎資料

イ 災害警備本部等の編成、任務及び設置要領

ウ 特科部隊の編成、配置及び運用

エ 非常招集及び非常参集の実施要領

オ 職員の安否確認要領

カ 被害情報の収集及び報告要領

キ 住民の避難誘導体制及び実施要領

ク 交通規制要領

ケ 通信の確保及び通信の運用要領

コ 災害時の電源の確保要領

サ 警察署の代替施設及び移転要領

シ 来庁者の安全確保及び避難誘導要領

ス 常時観測火山、石油コンビナート等特別防災区域、地下街等における災害発生

時の避難誘導及び交通規制要領

セ 防災関係機関への通報、連絡及び災害警備要員の派遣要領

ソ その他必要な事項

⑵ ⑴のアの事項に係る基礎資料は、次のとおりとする。

ア 警察署が共通して作成する資料



管内災害警備要図(ア)

防災関係機関調査表(イ)

災害危険箇所調査表(ウ)

災害危険箇所別調査表(エ)

宿泊施設調査表(オ)

給食調達業者調査表(カ)

災害装備資機材調査表(キ)

所属保有車両調査表(ク)

医療機関調査表(ケ)

避難場所調査表(コ)

避難行動要支援者利用施設調査表(サ)

イ 特定の施設等を管轄する警察署が作成する資料

ダム等調査表(ア)

石油コンビナート等特別防災区域調査表(イ)

地下街等調査表(ウ)

原子力発電所調査表(エ)

危険物等貯蔵施設調査表(オ)

洪水予報・水防警報指定河川調査表(カ)

参集先調査表(キ)

ウ 沿岸部を管轄する警察署及び手稲警察署が作成する資料

避難先（津波対応）一覧表(ア)

津波避難誘導活動計画(イ)

⑶ 警察署長は、署警備計画を毎年４月から６月にかけて更新し、当該更新後の署警

備計画を６月末日までに警備部長に送付（札幌方面に所属する警察署にあっては警

察本部警備課、札幌方面以外の方面に所属する警察署にあっては当該方面本部の警

備課経由）するものとする。

⑷ 警察署長は、署警備計画の内容に変更が生じた場合は、その都度その内容を修正

し、警備部長に報告するものとする。

⑸ ⑵の事項に係る様式は、別に定めるものとする。

第２ 教養、訓練の実施

１ 所属の長は、災害警備活動が全ての警察部門に関わる警察活動であることに鑑み、

全ての職員が災害警備活動の基本を理解できるよう、適切かつ効果的な教養、訓練を

実施するものとする。

２ 災害警備に関する教養事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

⑴ 災害及び災害警備の知識

⑵ 災害関係法令並びに警察及び関係機関の責務

⑶ 管轄区域内の災害危険箇所及び段階的災害予測



⑷ 災害警備計画及び初動措置要領

⑸ 部隊の活動要領

⑹ 災害警備用装備資機材の知識

⑺ 通信資機材の知識

⑻ 災害情報の収集及び報告要領

３ 災害警備に関する訓練事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

⑴ 災害警備本部等の設置訓練

⑵ 災害警備要員の招集・参集訓練

⑶ 災害警備要員及び車両・警察用航空機等の配備訓練

⑷ 被害情報の収集、報告及び伝達訓練

⑸ 災害警備用装備資機材の操作習熟訓練

⑹ 通信資機材等の配備運用及び通信訓練

⑺ 被災者の救出救助訓練

⑻ 避難誘導訓練

⑼ 交通規制、放置車両及び道路上の障害物除去訓練

⑽ 被留置者の避難訓練

⑾ 気象業務法（昭和27年法律第165号）に基づく津波及び噴火に関する気象警報の

伝達訓練

⑿ 災害警備図上訓練

⒀ 代替施設への移転訓練

⒁ 警察職員の安否確認及び集約訓練

第３ 防災関係機関との協力体制の確立

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、次に掲げる事項により、防災関係機関及び

事業所と協力体制を確立するものとする。

⑴ 連絡窓口の設定及び災害時の連絡手段の多重化

⑵ 災害に関する情報の共有

⑶ 防災会議、その他関係会議への参画と警察意見の反映

⑷ 合同訓練の実施

⑸ 協定の締結

⑹ 協力・支援組織の設立

第４ 情報収集・連絡体制の整備

１ 情報収集の手段及び方法

⑴ 警察本部長、方面本部長及び警察署長は、大規模災害発生時に、警察本部通信指

令課（方面本部にあっては、当該方面本部地域課通信指令室）からの指示の下に、

交番、駐在所、パトカー、白バイ、警察用航空機等の勤務員が直ちに情報収集に当

たり、かつ通信指令課（室）等に情報が一元的に集約される体制の確立を図るもの

とする。



⑵ ヘリコプターテレビシステム、交通監視カメラ等画像情報を収集・連絡するシス

テムの平素からの積極的な活用を図るものとする。

⑶ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において自治体の防災担当課と円

、 。滑な連絡を行うことができるよう 平素から緊密な協力関係を構築するものとする

⑷ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に電力会社、電話会社等の関係機

関・団体の保有する情報の提供を得るため、電気、電気通信、ガス及び水道事業者

並びに警備業者等との協力体制の確立に配意するものとする。

⑸ 警察署、交番等のファックスを利用して地域の各種施設等へ情報を伝達するファ

ックスネットワークの構築を推進し、災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合に活用するものとする。

⑹ 災害モニター（災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、

被害の発生及び異常な自然現象に関する情報を警察に提供することに関し協力を得

られる地域住民で、警察署長が委嘱する者をいう ）その他警察活動に理解のある。

地域住民から、災害情報を広く電話聴取できる体制を構築するものとする。

２ 情報収集のための事前準備

⑴ 常に通信指令の機能が確保されるよう体制を確保するとともに、災害対応マニュ

アル等を作成し、災害時の応急対策に備えるものとする。

⑵ 警察用航空機が、的確に運用できるよう、航空隊における体制を確保するととも

に、運用マニュアル等を作成し、災害時の応急対策に備えるものとする。

⑶ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に道民から広く災害発生情報等が

提供されるよう、広報等の取組を進めるものとする。

３ 人的被害に係る情報の取扱い

⑴ 災害を原因とする人的被害に係る用語の定義は、次のとおりとする。

ア 心肺停止者

警察等が発見、収容等した時点から、医師による死亡確認が終了するまでの間

の者をいう。

イ 調査中死体

医師による死亡確認が終了した者であり、かつ、災害認定がなされていない状

態の者をいう。

ウ 死者

警察等が死体調査、検視等により災害に起因する死亡と判断して、北海道へ情

報提供した後、災害認定された者をいう。

エ 要確認者

災害の発生後に連絡が取れなくなった者のうち、被災可能性に関して判断が困

難であり、継続した調査や確認が必要な者をいう。

オ 要捜索者

災害の発生後に連絡が取れなくなった者のうち、被災可能性に具体性等が認め



られ、救出救助活動等を実施する必要がある又は現に実施している者をいう。

カ 安否不明者

警察と北海道が人的被害に関連する情報の整理、突合、精査及び共有をした後

の要捜索者及び要確認者をいう。

キ 行方不明者

安否不明者のうち、災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがあるもの

として災害認定された者をいう。

ク 要救助事案

主に災害の発生直後の急性期において、災害により生じた孤立、閉じ込め、生

き埋め、埋没、流失、倒壊等により、直ちに避難誘導、救出救助、捜索等の活動

を必要とする又は現に実施している事案をいう。

ケ 要救助者

要救助事案の救助対象者をいう。

⑵ 警察本部長、方面本部長及び警察署長は、人的被害に係る情報の取扱いに当たっ

ては、⑴の事項に定める区分により把握するものとする。

⑶ 警察本部長、方面本部長及び警察署長は、人的被害に係る情報を道及び市町村に

迅速かつ確実に連絡できるよう、体制を整備するものとする。

第５ 警察施設の災害対策

１ 耐震性等の強化

警察本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害警備活

動の拠点となる警察施設については、その重要度を考慮し、耐震性、耐火性及び耐浪

性の強化並びに非常用電源設備の整備に努めるものとする。

２ 代替施設の確保

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、警察施設が被災した場合に備え、次に掲

げる事項に留意して代替施設を確保するものとする。

ア 代替施設の選定、多重化

、 、 、特に指揮機能及び通信機能を確保するため 耐震性 耐火性及び耐浪性があり

かつ、液状化及び津波浸水のおそれが低い地域に所在する代替施設を確保すると

ともに、代替施設を複数設けるなど多重化を図るものとする。

イ 協定等の締結

、 、代替施設が警察施設以外の官公庁 民間企業・団体の管理する施設の場合には

特段の理由がある場合を除き、協定若しくは覚書を締結するものとする。

ウ 移転計画等の策定

幹部や職員が移動する経路や手段をあらかじめ選定するとともに、非常持ち出

、 、し品をリスト化するなど 具体的な要領をマニュアル化した移転計画等を策定し

所属職員に周知するものとする。

３ 警察本部の代替施設



警察本部庁舎が被災し、災害警備本部等の業務ができない場合の代替施設は、機動

隊庁舎又は琴似庁舎とする。

第６ 装備資機材等の整備充実等

、 、 。１ 警察本部長は 次に掲げるところにより 装備資機材等の整備に努めるものとする

⑴ 交番及び駐在所ごとに整備すべき装備資機材

ア スコップ、つるはし、のこぎり等の救出用資機材

イ 強力ライト等の照明用資機材

ウ 可搬式標識、標示板等の交通対策用資機材

⑵ 警察署ごとに整備すべき装備資機材

ア ⑴に掲げる装備資機材

イ 管内地図

ウ 投光器等の照明用資機材

エ 発動発電機等の非常用電源設備

オ 担架、救命ボート、救命胴衣等の救助用資機材

カ 拡声器等の広報用資機材

キ 緊急通行車両確認標章等の交通規制用資機材

⑶ 警察本部及び方面本部ごとに整備すべき装備資機材

ア ⑵に掲げる装備資機材

イ 災害警備活動用車両

ウ 無人航空機、水中ドローン

エ エアージャッキ、ファイバースコープ等救助用資機材

オ エアーテント等後方支援用資機材

カ 寝袋、簡易トイレ等自活用資機材

２ 建設企業等からの借上げ

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、小型重機、ショベルカー等、臨時に借り

受けて対応すべき資機材については、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

にスムーズに借り受けが行われるよう、建設業協会、レンタカー協会等との間で、協

定等を結ぶとともに、これらの団体等が保有している資機材のデータベース化を行う

ものとする。

第７ 検視・身元確認体制の確立

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、次に掲げる事項により、多数遺体の検視・

身元確認に係る体制を整備するものとする。

⑴ 自治体との連携による検視場所等の確保

自治体と緊密に連携・調整し、検視場所や遺体安置所として長期間使用すること

が可能な施設を複数箇所決めておくなど、災害発生時における検視等の場所の確保

等を進めるものとする。

⑵ 身元不明遺体の引渡しに関する自治体との協力関係の構築



身元不明遺体や身元が判明しているものの遺族等の事情により引渡しが困難な遺

体の取扱い（埋火葬）に関し、被災地と被災地以外の自治体が協力関係をあらかじ

め構築しておくよう自治体に働き掛けを行うものとする。

⑶ 医師会等との連携の強化

自治体や医師会、歯科医師会等との合同訓練の実施、各種会合の開催等により、

連携の強化を図るものとする。

⑷ 遺体の身元確認に資する資料の収集・確保

身元確認においては、本人に直接関係する指掌紋、ＤＮＡ型、歯牙形状等の資料

が重要であることから、これら資料の多角的な採取方法や収集すべき物品について

平素から必要な教養を実施するほか、行方不明者の家族等に対する身元確認に資す

る資料についての情報や、資料の提供場所の周知等について検討するものとする。

第８ 住民等の防災活動の推進

１ 防災訓練の実施

⑴ 警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自治体が主催する総合防災訓練、自衛

隊、海上保安庁等国の機関と連携した訓練、自主防犯・防災組織、民間企業、ボラ

ンティア団体、地域住民等と連携した訓練等を通じて、防災関係機関及び住民との

一体的な災害警備活動の推進に努めるものとする。

⑵ 訓練の実施に当たっては、住民等の災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機

材の操作方法等の習熟等、災害発生時に住民がとるべき措置について配慮するもの

とする。

２ 各種講習会等を通じた防災知識の普及

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、平素から各種講習会、研修会の場、広報

媒体等を通じて地域住民等に対し、次に掲げる防災知識の普及を図るものとする。

ア 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合のシミュレーション

イ 避難場所、避難経路及び避難時の心得

ウ 自治体が発令する避難情報の趣旨と当該発令時にとるべき避難行動

エ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における家族との連絡手段

オ 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見したときの自治体、警察や防災

関係機関への通報

３ 避難行動要支援者に対する配慮

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、防災訓練の実施及び防災知識の普及等に

当たっては、避難行動要支援者に十分配慮し、地域において避難行動要支援者を支援

する体制が整備されるよう努めるものとする。

４ 企業に対する防災思想の普及

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、企業を地域コミュニティーの一員として

捉え、地域の防災訓練への積極的参加の呼び掛け、防災に関するアドバイス等を行う

ものとする。



第９ 被留置者への対応

１ 非常計画の策定及び訓練の実施

災害時における被留置者の避難、解放の措置に係る非常計画の策定及び当該計画に

基づく訓練の実施は、被留置者の留置に関する規則（平成19年国家公安委員会規則第

11号）及び北海道警察留置施設及び被留置者の処遇に関する訓令（平成19年警察本部

訓令第14号。以下この第９において「訓令」という ）に定めるところによる。。

２ 被留置者の処遇を確保するための装備資機材等の整備

警察本部長は、災害により、ライフラインが途絶した場合を想定し、被留置者の食

糧や飲料水、簡易トイレ、場内照明のほか、通信機材や被留置者の避難時に使用でき

る車両等、被留置者の適切な処遇を確保するために必要な装備資機材等の整備に努め

るものとする。

３ 検察庁等との連携

留置業務管理者（訓令第３条第２項に定める留置業務管理者をいう ）は、災害時。

の被留置者の移送等に関し、通信が途絶した場合を想定した対応策や刑事施設（拘置

所等）への移送等の手続について、検察庁等と事前に協議し、対応要領について整理

するなど、平素から連携を図るよう努めるものとする。

第10 業務継続性の確保

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、大規模災害発生時における職員の被災や警

察施設の損壊を想定し、当該状況の下で優先度の高い業務を的確に継続するために、次

に掲げる事項を内容とする業務継続計画を策定するものとする。

⑴ 平素の措置

ア 業務継続の実施体制

イ 非常時優先業務（災害応急対策業務と継続の必要性の高い通常業務を合わせた

ものをいう ）の分類。

ウ 食料、飲料水、燃料等の災害警備用物資の備蓄及び調達

エ 情報通信システムの確保

オ 非常用電源の確保

カ 職場における被害を軽減するための執務環境の整備

キ 代替施設の整備

⑵ 災害発生時の措置

ア 業務継続のための執務体制の確立

イ 幹部の職務代行や幹部との通信手段の確保

ウ 警察施設の利用制限及び負傷者への対応

エ 代替施設の移転を意思決定するプロセス

オ 通常体制へ移行するプロセス

第11 避難誘導の措置

１ 避難場所等の周知徹底



警察本部長、方面本部長及び警察署長は、平素の警察活動を通じて、地域住民等に

対して災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の避難場所、避難経路、避難時

の留意事項等について周知徹底を図るものとする。

２ 避難行動要支援者への対応

⑴ 警察本部長、方面本部長及び警察署長は、災害時の適切な避難誘導を行うため、

、 。自治体と緊密に連携しながら 避難行動要支援者の実態把握等に努めるものとする

⑵ 市町村から避難行動要支援者名簿（避難行動要支援者について避難の支援、安否

の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な

措置を実施するための基礎となる名簿をいう。以下第４章の第４の事項において同

じ ）及び個別避難計画（避難行動要支援者について避難支援等を実施するために。

避難行動要支援者ごとに作成される計画をいう ）に記載し、又は記録された情報。

（以下「名簿等情報」という ）の提供を受けた場合は、名簿等情報の漏えい防止。

等必要な措置をとるものとする。

３ 管理者対策

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、デパート、劇場、地下街等多人数の集合

する場所の管理者に対して、非常の際の誘導要領、避難経路の明示、照明・予備電源

の確保等を促すものとする。

４ 帰宅困難者対策

市街地においては、災害の発生に伴い公共交通機関が運行を停止し、大量の帰宅困

難者の発生が予想されることから、警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自治体

と連携して「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や

安否確認手続について、平素から積極的に広報するとともに、一時退避場所等の実態

を把握し、帰宅困難者の誘導方法について検討するものとする。

第12 交通対策

１ 交通管制施設及び交通管理体制の整備

警察本部長及び方面本部長は、次に掲げるところにより、交通管制施設及び交通管

理体制の整備を図るよう努めるものとする。

ア 信号機、交通情報板、交通管制センター等の交通管制施設の耐震性を確保する

こと。

イ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における広域的な交通管理体制

の整備を図ること。

ウ 道路交通機能の確保のため重要となる信号機電源付加装置の整備等の信号機滅

灯対策を推進すること。

２ 緊急通行車両に係る確認手続等

⑴ 緊急通行車両に係る確認手続の整備

警察本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、北海道

公安委員会（以下「道公安委員会」という ）が、災害対策基本法施行令（昭和37。



年政令第288号）第33条第１項の規定により行う緊急通行車両（道路交通法（昭和3

5年法律第105号）第39条第１項に規定する緊急自動車その他災害対策基本法第50条

第１項の各号に規定する災害応急対策に使用される車両をいう ）に係る確認及び。

当該確認に係る道公安委員会に対する事前届出についての手続を定めるとともに、

防災関係機関に対する当該事前届出に係る制度を周知するものとする。

⑵ 緊急通行車両の確認に係る事務の推進

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、緊急通行車両の確認事務を適切に行う

ため、緊急通行車両の確認に係る標章（災害対策基本法施行規則別記様式第３に規

定する標章をいう ）及び事前届出に係る証明書を備蓄するものとする。。

⑶ 教養の実施

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、⑴及び⑵の事項について、当該所属の

職員に対する教養を行うものとする。

３ 災害発生時における交通規制実施要領及び交通規制計画の策定

⑴ 警察本部長及び方面本部長は、災害時における交通規制実施要領及び交通管制要

領を策定するものとする。

、 、 、⑵ 警察署長は 住民等の避難路及び緊急交通路を確保するため 管内の実態に応じ

交通規制計画を策定するものとする。

４ 運転者のとるべき措置の周知徹底

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあ

、 。る場合に運転者がとるべき措置について 次に掲げる事項を周知徹底するものとする

ア 車両を運転中である場合には、次の要領により行動すること。

できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させること。(ア)

停止後は、カーラジオやＳＮＳ等により災害情報及び交通情報を収集し、そ(イ)

の情報及び周囲の状況に応じて行動すること。

引き続き車両を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の(ウ)

障害物等に十分注意すること。

、 。(エ) 車両を置いて避難するときは できるだけ道路外の場所に移動しておくこと

この場合において、やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に

寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、

ドアはロックしないこと。

また、駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとな

るような場所には駐車しないこと。

イ 車両を運転中以外である場合には、次の要領により行動すること。

津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のために車両を使用し(ア)

ないこと。

津波から避難するためやむを得ず車両を使用するときは、道路の損壊、信号(イ)

機の作動停止、道路上の障害物等に十分注意しながら運転すること。



ウ 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、通行禁止区域等（交通

規制が行われている区域又は道路の区間をいう。以下同じ ）における一般車両。

の通行は禁止又は制限されることから、一般車両が同区域等内に在る場合は次に

掲げる措置をとること。

速やかに、車両を次の場所に移動させること。(ア)

ａ 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている

道路の区間以外の場所

ｂ 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所

速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車す(イ)

るなど、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。

通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従っ(ウ)

て車両を移動又は駐車すること （その際、警察官の指示に従わなかったり、。

運転者が現場にいないために措置をとることができないときは、警察官が自ら

その措置をとることがあり、この場合、やむを得ない限度において、車両等を

破損することがある ）。

第13 災害警備用物資の備蓄等

１ 災害警備用物資の備蓄及び調達体制の整備

警察本部長は、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料、電池

その他の災害警備用物資及び感染防護資機材について、適切な備蓄及び調達体制の整

備を図るものとする。

特に、調達に関しては、道警察と供給業者が締結している「災害発生時における物

資供給に関する協定」を有効に活用するため、平素から必要な連絡体制等を確保する

とともに、新たに協定締結の可能な供給業者への働き掛けを行うものとする。

２ 石油業者等との連携

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、災害警備活動用警察車両、非常用発電機

への給油が円滑に行われるよう、石油業協同組合、給油業者等への働き掛けを行うも

のとする。

第14 複合災害対策

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害

が発生し、それらの影響が複合化することにより被害が深刻化し、災害応急対策が困難

になる事象をいう ）の発生可能性を踏まえ、様々な複合災害を想定した災害警備訓練。

を行い、当該訓練の結果を踏まえこの計画又は署警備計画の見直しを図るものとする。

第15 防災ボランティア等との連携

１ 防災ボランティアとの連携

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、被災地における各種犯罪、事故の未然防

止と被災住民等の不安の除去等を行うボランティア関係組織、団体との連携を図るも

のとする。



２ 警備業者等との協力

警察本部長及び方面本部長は、災害時における緊急交通路の確保等に関する交通誘

導業務、被災地における防犯パトロール及び避難所等の警戒活動業務に関して、警備

業者等との間で、協力方法、費用負担、災害補償、訓練等の協議を行い、協定等を締

結するものとする。

第４章 災害発生時における措置

第１ 初動警察活動

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある事案（以下この第１において「災害

事案」という ）を認知したときの初動警察活動は 「北海道警察初動警察活動実施要領。 、

の制定について （令４．５．31道本通第953号。以下「初動要領」という ）によるこ」 。

ととし、おおむね次に掲げる措置をとるものとする。

⑴ 災害の発生を認知した警察職員の措置

警察職員は、災害事案を認知したときは、警察無線、警察電話、加入電話等のあ

らゆる報告手段を活用して、直ちに、その内容について警察本部地域部管理官（通

信指令 （以下この第１において「地域部管理官」という。札幌方面以外の方面に）

所属する職員にあっては、当該方面本部の地域課通信指令室を経由）に飛び越え報

告をするものとする。

⑵ 警察署長の措置

ア 警察署長は、災害事案を認知したときは、次に掲げる初動警察活動を行うもの

とする。

管内及び庁舎の被害状況の把握と警察本部（方面本部）への即報(ア)

災害警備要員の招集及び情報部隊の出動(イ)

災害警備本部等の設置(ウ)

救出救助、交通規制等の応援の必要性の判断及び警察本部（方面本部）に対(エ)

する警備部隊の出動要請

気象業務法に基づく市町村長への津波警報等、噴火警報の伝達(オ)

被留置者の安全の確保(カ)

非常時持出し物品の搬出(キ)

イ 警察署長は、災害事案を認知したときは、当該区域の市町村長及び必要と認め

る防災関係機関に通報しなければならない。

⑶ 地域部管理官の措置

ア 地域部管理官は、災害警備本部等の設置により体制が構築されるまでの間、災

害事案を一元的に集約・把握するものとする。

イ 地域部管理官は、警察無線の通信障害の有無を確認するとともに、警察無線通

信の統制等を行うものとする。

ウ 地域部管理官は、当該災害事案の発生地を管轄する警察署員（札幌方面に所属

する警察署に限る 、必要と認める地域企画課鉄道警察隊、自動車警ら隊、機動。）



捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊、機動隊及び航空隊の隊員、隣接警察

、 、 。署員等に対し 直ちに現場臨場等 現場における初動措置を指示するものとする

特に、震度５弱以上の地震が発生したときは、発生地を管轄する警察署を通じ

て、又は警察用航空機により、被害実態を把握するものとする。

⑷ 方面本部の措置

災害事案を認知した方面本部の措置は、⑴から⑶までの事項に準じて行うほか、

初動要領の定めるところによる。

第２ 警備体制の構築等

１ 警察本部長、方面本部長及び警察署長は、災害が発生し、又は災害が発生すると認

めるときは、第２章の事項に定めるところにより、災害警備本部等を設置し、体制確

立を図るものとする。

２ 警察本部通信指令課、方面本部地域課通信指令室及び警察署通信室にあっては、緊

急通報や無線通話の急増に対応するため、災害警備要員を確保するものとする。

第３ 被害の実態把握

１ 被害の情報収集

⑴ 被害情報の収集は、被災者の安全確保等に資するべく、交番、駐在所及びパトカ

ーの勤務員、警察本部及び方面本部の執行隊等の職員が行うほか、救出救助部隊及

び特科部隊が被災地において行うものとし、当該所属する災害警備本部等に報告す

るものとする。

⑵ 被害情報の収集は、生の声情報（警察職員の五感に基づく被害規模に関する情報

をいう ）及び人的被害（死者、負傷者、行方不明者及び安否不明者をいう 、物。 。）

的被害、要救助事案、交通状況その他の災害警備活動において必要と認める事項に

ついて行うものとする。

⑶ 被害情報の収集は、現場状況に応じ警察用航空機、警察用船舶、警察車両、オフ

ロードバイク、スノーモービル等のほか、ヘリコプターテレビ、無人航空機、交通

監視カメラ等の画像情報を活用して行うものとする。

２ 被害情報の集約

災害警備本部等は、１の⑵及び⑶の事項により収集される被害情報に基づいて、直

ちに概括的な被害状況（例えば「○○市内では、おおよそ○千名が建物の下敷きにな

っている模様 「立っていられない程の強い揺れが○分間続き、警察署の周辺地域で」、

は停電が発生している模様」などの概要をいう ）を把握及び評価するものとする。。

３ 警察庁への報告

⑴ 警察庁への被害情報の報告は、警察本部の災害警備本部等が行うものとする。

⑵ 警察庁への報告は、２の事項に定める概括的な被害状況を、当該災害の発生後30

分以内に行うものとし、当該報告をした後は、新たな被害情報、警察活動の状況そ

の他の情報を随時報告するものとする。

４ 被害計上基準及び報告様式



災害発生時における被害計上基準及び警察署が警察本部に報告する様式は、別に定

めるものとする。

第４ 避難誘導等

地域住民等の避難誘導等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

⑴ 避難誘導等における留意事項

、 、 、ア 被災地域 災害危険箇所等の現場状況を把握した上 安全な避難経路を選定し

避難誘導を行うものとする。

イ 警察官は、地域住民等に対する避難のための立退きの指示に当たっては、災害

対策基本法第61条、警察官職務執行法（昭和23年法律第136号）第４条等の規定

に基づき、的確な措置をとるものとする。

ウ 避難行動要支援者の避難誘導に当たっては、可能な限り車両等を活用して避難

誘導を行うことなどに十分配慮するものとする。

また、市町村から名簿等情報の提供を受けた場合は、避難誘導に効果的に活用

するものとする。

エ 警察署に一時的に受け入れた避難住民については、市町村等の避難所の整備が

整った段階で当該施設に適切に誘導するものとする。

オ 立ち退きを行うことがかえって危険を伴う場合には、高所への移動、近傍の堅

固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での退避その他の

緊急に安全を確保するための措置を考慮するものとする。

⑵ 危険箇所等における避難誘導等

、 、ア 石油コンビナ－ト等の危険物施設 火災原因となるおそれのある薬品管理施設

、 、 、 、ボイラ－施設 地下街等の危険箇所について 速やかに火災 有害物質の漏えい

爆発等の発生の有無を調査するものとする。

、 、イ 施設等の管理者から 二次災害の発生のおそれがある旨の通報を受けた場合は

施設内滞在者及び施設周辺住民の避難誘導、交通規制等を行い、被害拡大を防止

するための的確な措置をとるものとする。

⑶ 帰宅困難者対策

災害警備本部等は、公共交通機関や大規模集客施設において大量の帰宅困難者が

発生した場合には、自治体及び事業者と連携し 「むやみに移動を開始しない」と、

いう帰宅困難者に対する基本原則の広報により、一斉帰宅の抑制を図るとともに、

当該帰宅困難者に対し、一時退避施設（当該施設への退避経路を含む ）に係る情。

報の伝達に努めるものとする。

第５ 救出救助活動

１ 救出救助部隊の出動

災害警備本部等は、把握した被害状況に基づき、迅速に救出救助部隊を早期に被災

警察署等に出動させるものとする。

２ 現場活動の調整



災害警備本部等は、被災状況等を踏まえながら、救出救助部隊の担当区域を決める

ものとする。

また、防災関係機関の責任者と活動区域割等の現場活動に関する調整を行い、現場

活動が円滑に行われるように配意するものとする。

３ 関係機関との協力・調整

災害警備本部等は、必要に応じて、消防機関、海上保安庁及び自衛隊と合同調整所

を設置し、警察庁から警察庁災害対応指揮支援チーム（Ｄ－ＳＵＴ）が派遣された場

合にはその支援を受けつつ、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、そ

れぞれの部隊間の情報共有及び活動区域や任務の調整等を行うとともに、必要に応じ

て部隊間の相互協力を行うものとする。

また、災害現場で活動する国土交通省緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）

や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携して活動

するものとする。

４ 航空機の運用調整等

災害警備本部等は、航空機を最も有効適切に活用するため道の災害対策本部内に設

置されるヘリコプター等運用調整班に参画し、警察庁からＤ－ＳＵＴが派遣された場

合にはその支援を受けつつ、消防機関、海上保安庁、自衛隊等の各機関と航空機の活

動区域や任務の調整等を行うものとする。

なお、調整に当たっては、航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ）を活用するも

のとする。

５ 感染症対策

災害警備本部等は、救出救助活動等に際し、マスク着用等による感染症対策を徹底

するものとする。

第６ 二次災害の防止

１ 危険場所の把握

災害警備本部等は、住宅地域を中心に区域を定めて、二次災害の危険場所等を把握

するとともに、当該危険場所等については、市町村の災害対策本部等に連絡し、避難

指示等の発令を促すものとする。

２ 避難の指示・誘導を行う体制の確立

災害警備本部等は、前事項に定める避難の指示・誘導を的確に行うため、各現場に

おける避難の指示・誘導を一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確立するもの

とする。

第７ 被留置者の措置

留置業務管理者は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成17年法律

第50号）第215条の規定に基づき、被留置者の避難及び一時解放を行うに当たっては、

非常計画に基づき的確な措置をとらなければならない。

第８ 交通対策



災害が発生した場合における交通対策は、別に定める交通規制実施要領によるほか、

次に掲げる事項に留意して行うものとする。

⑴ 交通状況の把握

災害警備本部等は、現場の警察官、関係機関等から道路、橋等の損壊に係る情報

を把握するほか、交通監視カメラ、車両感知器等を活用して、通行可能な道路や交

通状況を迅速に把握するものとする。

⑵ 緊急交通路の確保のための交通規制の実施

ア 災害警備本部等は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認め

るときは、速やかに区域又は道路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の道

路における通行を禁止し又は制限するなど、緊急交通路の確保に当たるものとす

る。

イ 緊急交通路の確保に当たっては、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策

の的確かつ円滑な実施等に配意して行うものとする。

ウ 被災地への流入車両等を抑制するため必要があるときは、被災地の周辺地域を

含めた広域的な交通規制を実施するものとする。

エ 災害発生後の被災地の状況等に応じて、応急復旧のための人員及び資機材輸送

の必要性に配慮するなど、被害の状況、緊急度、重要度等を考慮した交通規制の

見直しを行うものとする。

⑶ 輸送対象の想定

緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応

じて、おおむね次に掲げるとおりとする。

第１段階(ア)

ａ 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資

ｂ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資

ｃ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、

水道施設保安要員等初動の災害応急対策に必要な人員・物資等

ｄ 医療機関へ搬送する負傷者等

ｅ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人

員及び物資

第２段階(イ)

ａ の事項の続行(ア)

ｂ 食料、水等生命の維持に必要な物資

ｃ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送

ｄ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資

第３段階(ウ)

ａ 及び の事項の続行(ア) (イ)



ｂ 災害復旧に必要な人員及び物資

ｃ 生活必需品

⑷ 交通規制の周知徹底

災害警備本部等は、交通規制が実施されたときは、直ちに通行禁止等に係る区域

又は道路の区間その他の必要な事項について、住民、運転者等に周知徹底を図るも

のとする。

⑸ その他緊急交通路確保のための措置

ア 交通管制施設の活用

災害警備本部等は、効果的な交通規制を実施するため、交通情報板、信号機等

の交通管制施設の機能の回復に努めるとともに、これらを活用するものとする。

イ 放置車両の撤去等

緊急交通路を確保するため必要な場合には、放置車両の撤去等を行うものとす

る。

ウ 運転者等に対する措置命令

、 、 、災害警備本部等は 緊急通行車両の円滑な通行を確保するため 必要に応じて

運転者等に対し車両移動等の措置命令を行うものとする。

エ 障害物の除去

、 、 、災害警備本部等は 緊急交通路の障害物の除去について道路管理者 消防機関

自衛隊等と協力し、状況に応じて必要な措置をとるものとする。

オ 道路管理者等への要請

災害警備本部等は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があ

るときは、道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者に対し、緊急通行車両の通行

を確保するため、北海道公安委員会の権限に基づき、放置車両や立ち往生車両等

の移動等について要請するものとする。

カ 損失補償の対応

放置車両等を撤去したときは、災害対策基本法第82条による損失補償の事務に

備え、その経過を明らかにしておくものとする。

⑹ 関係機関等との連携

ア 災害警備本部等は、交通規制に当たっては、道路管理者、防災担当部局等と相

互に密接な連携を保つものとする。

イ 交通規制を円滑に行うため、必要に応じて、警備業者等との応援協定等に基づ

き、交通誘導の実施等を要請するものとする。

⑺ 運転免許証の再交付手続の早期再開に必要な態勢の整備

被災者が運転免許証を紛失又はやむを得ず有効期限を失効させた場合において、

当該再交付等に係る手続を早期に再開できる態勢の整備を図るとともに、警察署等

が被災した場合に臨時の窓口を設置するなど、被災者の利便を考慮した措置をとる

ものとする。



第９ 検視・死体調査、身元確認及び遺族対策

災害が発生した場合における検視・死体調査、身元確認（遺体の引渡しを含む。以下

同じ ）及び遺族対策に当たっては、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に。

関する法律（平成24年法律第34号。以下この第９において「法」という 、警察等が取。）

り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則（平成25年国家公安委員会規

則第３号。以下この第９において「施行規則」という 、検視規則（昭和33年国家公安。）

委員会規則第３号 、死体取扱規則（平成25年国家公安委員会規則第４号）及び「北海）

道警察多数死体検視活動要領の制定について （平16．12．24道本捜１第2106号）によ」

るほか、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

⑴ 体制の確立

ア 災害警備本部等は、自治体等と協力し、検視、死体調査及び身元確認の要員、

検視及び遺体安置場所を確保するものとする。

イ 災害警備本部等は、前事項に定める要員のほか、遺体の引渡しに係る要員、行

方不明者の届出（行方不明者に係る相談を含む ）の受理を行う遺族対策の要員。

を確保するものとする。

⑵ 検視・死体調査及び身元確認

ア 検視・死体調査及び身元確認においては、医師との連携、遺体の身元確認に資

する資料の収集、確保に配意するとともに、迅速かつ的確に行うよう努めるもの

とする。

イ 医師及び歯科医師の協力要請は、警察本部の災害警備本部を通じて、北海道警

察医会及び北海道警察歯科協力医会に要請するものとする。

ウ 死者の身元確認においては、遺体安置場所、避難所等に死者の身元確認に資す

る情報を掲示するなど、広報を行うものとし、遺族及び遺族関係者から行方不明

者相談情報があったときは、一致する遺体の有無の確認を行うものとする。

、 、 、 、 、エ 災害警備本部等は 死者 調査中死体 心肺停止者 行方不明者の区分により

それぞれ数及び氏名、性別、死因その他検視・死体調査及び身元確認により明ら

かとなった事項（次事項において「死者等情報」という ）を把握するものとす。

る。

オ 警察本部の災害警備本部は、死者等情報を警察庁及び道の災害対策本部に随時

連絡するものとする。

道の災害対策本部に死者等情報を連絡するに当たっては、道が災害を原因とす

る死者及び行方不明者の数を一元的に集約することに鑑み、当該数と死者等情報

の整理・突合・精査が的確に行われるよう配意するものとする。

⑶ その他の措置

法第９条の規定に基づき、死体発見時の調査、取扱死体の検査及び解剖を実施し

た警察署長は、当該措置の結果、死因が災害によることが明らかとなった場合にお

いて、法の趣旨に照らして必要があると認めるときは、施行規則第３条に定める事



項を市町村その他の関係行政機関に通報するものとする。

第10 行方不明者の相談活動等

災害警備本部等は、災害発生時には、被災者の安否を気遣う肉親等の相談に応じるた

、 、 、 。 、め 行方不明者相談所 消息確認電話 相談窓口等の設置に努めるものとする その際

災害対策基本法において行方不明者数については市町村が把握することとされているこ

と（ただし、市町村においては、安否の確認がとれていないことのみでは、行方不明者

数として計上しないことに留意する必要がある ）及び安否確認のため市町村において。

把握している避難者情報等を活用する必要があることから、行方不明者に係る相談につ

いて、市町村との情報共有を図るものとする。

さらに、避難所等に避難している被災者の不安を和らげるため、移動交番車の派遣や

避難所への警察官の立ち寄り等による相談活動を推進するなど避難所等における親身な

活動を推進するものとする。

第11 被災者等に対する情報伝達活動及び報道対応

１ 被災者等に対する情報伝達活動

⑴ 被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施

災害警備本部等は、被災者等のニーズを十分把握し、交番、駐在所、パトカー等

の勤務員を活用するなどして、災害関連情報、避難の措置に関する情報、交通規制

等警察措置に関する情報等の適切な伝達に努めるものとする。

なお、その際、インターネット上の流言飛語等による社会的混乱を防止するとと

もに、道民の適切な判断と行動を助けるため、正確かつ的確な情報の伝達に留意す

るほか、避難行動要支援者に応じた伝達を行うものとする。

⑵ 多様な手段による情報伝達

災害警備本部等は、地域に密着した活動等を通じ、住民の避難先、救援物資の配

布場所等の地域住民等の生活に必要な情報の収集に努めるとともに、それらの情報

や悪徳商法への注意喚起等の地域安全情報を警察本部、警察署、交番、駐在所等の

掲示板や拡声器、地元のコミュニティＦＭ局、ミニ広報紙、インターネット等を活

用し、あるいは自主防災組織等を通じるなどして幅広く伝達するものとする。

また、警察署、交番等のファックスを利用して地域の各種施設等への情報を伝達

するファックスネットワークを活用するものとする。

２ 報道対応

⑴ 報道対応の基本

災害警備本部等は、報道対応の窓口を一本化して対応するとともに、報道発表に

当たっては、警察庁及び自治体と密接に連絡を取り、必要に応じ調整を図るものと

する。

⑵ 災害現場における災害警備活動の広報

ア 趣旨

被災者に安心感を付与するとともに、災害警備活動に対する道民の理解と協力



を得ることを目的として、災害現場の状況及び当該現場における災害警備活動を

積極的かつ効果的に行うものである。

イ 広報部隊の災害現場への派遣

災害警備本部等は、被害状況、警備部隊の規模、予想される警察措置等に照ら

して、災害現場における広報が必要と認められる場合は、警察署の災害警備本部

にあっては現場広報班、警察本部及び方面本部の災害警備本部にあっては広報部

隊（以下次のウ及びエの事項において「現場広報班」という ）を、それぞれ災。

。 、 、 、害現場に派遣するものとする この場合において 現場広報班は 救出救助部隊

通信部隊等と連携して現場広報の対応に当たるものとする。

ウ 任務

災害現場における広報に当たっては、災害警備本部等に指示を受け、次に掲げ

る事項を行うものとする。

ａ 災害現場で取材する報道機関の要望の把握

ｂ 広報素材の収集

ｃ 報道機関に対する広報素材の提供

ｄ 災害現場における取材、会見等への対応

ｅ その他災害警備活動の広報に関して必要な事項

エ 留意事項

被害状況及び被害程度、災害現場における警備部隊の体制、被災者のプライ(ア)

バシーに関する事項その他組織的に管理して広報すべき事項については、現場

広報班により広報を行うことなく、災害警備本部等が適切に対応するものとす

る。

現場広報班が広報素材を提供し、報道機関に提供するに当たっては、機動警(イ)

察通信隊が撮影した映像及び警備部隊が保有する機材を有効に活用するものと

する。

災害警備本部等は、災害現場における広報を行うに当たっては、事前に警察(ウ)

庁関係部局に報告するものとする。

⑶ その他の事項

ア 防災基本計画において、災害を原因とする死者・行方不明者の数に係る情報に

ついては、道が一元的に集約、調整を行うとともに、当該情報の広報についても

道が行うこととされていることに鑑み、災害警備本部等は、報道機関からの死者・

行方不明者の数に係る問合せに対しては、道への照会を促すものとする。

イ 前事項に定める死者・行方不明者の数に係る情報を除き、災害を原因として発

生する事件事故等は、報道連絡要領に基づき報道発表するものとする。この場合

において、当該報道発表をしようとする所属は、あらかじめ警察本部の災害警備

本部（札幌方面以外の方面の所属にあっては、当該方面の災害警備本部を経由）

と協議するものとする。



ウ 雑誌、スポーツ紙、テレビワイドショー、外国報道機関その他の記者クラブに

加盟していない報道機関に対する報道対応は、原則として警察本部又は方面本部

の災害警備本部が行うものとする。

第12 社会秩序の維持

１ 被災地におけるパトロール

災害警備本部等は、被災後の無人化した住宅街、商店街等における窃盗及び救援物

資の搬送路、集積地における混乱、避難所内等での女性や子供等に対する性暴力・Ｄ

Ｖやトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺（海上を含む ）におけるパト。

ロールの強化、避難所等の定期的な巡回等を行うものとする。

２ 被災地における犯罪の取締り

災害警備本部等は、被災地において発生することが予想される悪徳商法等の生活経

済事犯、知能犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取締りを自主的に

行い、被災地の社会秩序の維持に努めるものとする。

３ 被災地に限らない犯罪の取締り及び被害の防止

⑴ 災害警備本部等は、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に

努めるものとする。

⑵ 前事項のほか、災害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集、インターネット上

等における不確かな情報や道民の不安をいたずらに煽る流言飛語の把握に努めるも

のとする。

⑶ ⑴及び⑵の事項を行うに当たっては、防災関係機関と連携して道民に対する適切

な情報提供に努めるとともに、住民等からの相談については、親身に対応し、不安

の軽減に努めるものとする。

４ 自主防犯組織等と連携した活動

災害警備本部等は、１から３までの事項に定める活動を行うに当たっては、地域の

自主防犯組織等と安全確保に関する情報交換を行うなど連携を図るものとする。

５ 警備業者等への協力要請

災害警備本部等は、必要に応じて、警備業者等との応援協定等に基づき、被災地に

おける防犯パトロール等の実施を要請するものとする。

６ 銃砲刀剣類、火薬類その他の危険物の事故等への対応

災害警備本部等は、災害を原因とすることによる銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33

年法律第６号）第23条の２の規定による事故届、火薬類取締法（昭和25年法律第149

号）第39条第２項の規定による危険時の届出、毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第

303号）第16条の２条１項の規定による飛散、漏出時の届出若しくは同条第２項の規

定による盗難・紛失時の届出、高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第36条第22

項に規定する危険時の届出若しくは同法第63条第１項の事故届又は消防法（昭和23年

法律第186号）第16条の３条２項に規定する通報があったときは、被害の拡大を防止

するため、必要な措置をとるものとする。



第13 情報システムに関する措置

１ 電子計算組織の機能回復

、 、災害警備本部等は 災害発生後速やかに情報システムの機能の確認を行うとともに

障害が生じた場合は、情報システムの機能の回復を図るものとする。

２ 災害警備活動に必要な情報の共有

災害警備本部等は、災害警備活動に必要な情報を共有するため、北海道警察ＷＡＮ

システムファイルサーバを活用するなどの措置をとるものとする。

第14 自発的支援の受入れ

１ ボランティアの受入れ

、 、災害警備本部等は 自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り

被災地における各種犯罪・事故の未然防止又は被災住民等の不安の除去等を目的とし

、 。て行われるボランティア活動が円滑に行われるよう 必要な支援等を行うものとする

２ 海外からの受入れ

、 、 、災害警備本部等は 警察庁から 海外からの支援の受入れの連絡を受けた場合には

当該支援活動が円滑に行われるよう、警察庁、道、市町村その他の防災関係機関と連

絡を取りつつ、必要な措置をとるものとする。

第５章 災害復旧・復興

第１ 警察施設の復旧

災害警備本部等（警備体制が解除された後にあっては、警察本部長、方面本部長及び

警察署長。以下この第５章において同じ ）は、警察施設の復旧については、その重要。

性を鑑み、可能な限り迅速かつ円滑な復旧を図るものとする。

第２ 暴力団排除活動の徹底

災害警備本部等は、復旧・復興事業への暴力団等の介入を阻止するため、暴力団等の

動向把握と取締りに努めるとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に

必要な働き掛けを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めるもの

とする。

第３ 交通規制の実施

災害警備本部等は、円滑な災害復旧・復興を図るため、交通状況、道路状況等を考慮

し、輸送需要を踏まえ、適切な交通規制等を行うものとする。

第４ 警衛・警護

、 （ 、災害に伴う警衛・警護を行うに当たっては 天皇及び皇族の御身辺 警護にあっては

警護対象者の身辺）の安全を確保するため必要な措置をとるほか、被災者の心情に配慮

して行うものとする。

第６章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る措置

第１ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に備えた措置

１ 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備

⑴ 緊急に整備すべき施設等の整備



警察本部長は、第３章の第５の基本的な考え方に従って、警察施設等の耐震性、

耐火性、耐浪性等の確保に努めるほか、積雪寒冷地においては、積雪荷重による倒

壊の防止措置、暖房設備の整備、断熱性の確保等必要に応じた整備を行うよう努め

るものとする。

また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法（平成16年法律第27号）第５条第１項第１号に定める関係機関が行う地震

防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関しては、警察の実施する地震防災応急対

策及び災害応急対策を効果的に推進し得るよう、平素から当該関係機関との緊密な

連携を保持して、その調整に配意するものとする。

⑵ 地震防災対策実施上必要な災害警備用装備資機材の整備充実

警察本部長は、被災地が積雪寒冷地であることを踏まえ、災害警備活動の迅速か

つ的確な実施を図るため、災害警備用装備資機材の整備充実に努めるものとする。

２ 警察施設等の点検及び整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、警察庁舎、警察通信施設、交通管制施設

等について、被災の防止と応急対策の迅速かつ的確な実施を図るため、おおむね以下

の措置を執るものとする。

ア 警察庁舎の防護措置

被災防止のための庁舎の点検及び整備(ア)

火気等の点検及び防火措置(イ)

施設内各種機器の転倒、破損防止措置(ウ)

発動発電機等非常用電源設備の点検及び整備(エ)

その他庁舎内の被防災措置(オ)

イ 警察通信施設の機能維持のための措置

警察通信施設の定期点検の徹底(ア)

保守用物品の十分な整備(イ)

その他警察通信施設の被災防止措置(ウ)

ウ 交通安全施設等の機能の確保措置

信号機用非常用電源の配備体制の確保措置及び特別点検の実施(ア)

倒壊、破損時の緊急復旧体制の確保措置(イ)

交通対策用機材の配分体制の確保措置(ウ)

３ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練

⑴ 訓練の実施

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、地震防災応急対策の迅速かつ的確な実

施と防災意識の高揚を図るため、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓

練を毎年１回以上実施するものとする。

⑵ 訓練の内容

訓練は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の発生に伴う地震防災応急対策及び



災害発生後の災害応急対策に係るものを内容として行うものとし 基本訓練 図、「 」、「

上訓練 「総合訓練」等各種訓練を反復して実施するものとする。」、

この場合において、積雪寒冷地特有の課題を踏まえるとともに、可能な限り他の

防災関係機関と連携し、多数の住民等の参加を得て総合的、実践的に行うように努

めるものとする。

４ 地震防災上必要な教養等

⑴ 警察職員に対する教養

警察職員に対して行う防災上必要な教養は、おおむね以下に定める事項について

計画的に実施するものとする。

地震及び津波に関する一般的な知識(ア)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び(イ)

津波に関する知識

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策として現在講じられている対策(ウ)

に関する知識

後発地震への注意を促す情報（日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震(エ)

源及び想定震源域に影響を与える外側のエリアでマグニチュード７．０以上の

地震が発生した場合に発信される後発地震への注意を促す情報その他これらに

関連する情報や後発地震に対して注意する措置等の情報をいう。以下同じ ）。

の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺(オ)

海溝型地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺(カ)

海溝型地震が発生した場合に警察職員が果たすべき役割

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策として今後取り組む必要のある課題(キ)

災害警備活動要領(ク)

⑵ 住民等に対する防災知識の普及

住民に対する防災知識の普及に当たっては、第３章の第８の措置のほか、防災関

係機関と積極的に連携するとともに、地域における自主防犯・防災組織の協力を得

て、おおむね以下に定める事項について実施するものとする。

地震及び津波に関する一般的な知識(ア)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び(イ)

津波に関する知識

後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容(ウ)

後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺(エ)

海溝型地震が発生した場合の避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき

行動に関する知識

正確な情報の入手(オ)



防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容(カ)

各地域における避難地及び避難経路に関する知識(キ)

住民等が平素から実施すべき対策の内容(ク)

第２ 積雪寒冷地特有の課題と措置

１ 積雪寒冷地特有の課題

⑴ 積雪等により避難に時間を要する。

⑵ 屋外や寒い屋内での避難は低体温症のリスクが生じる。

⑶ 積雪や凍結等により家屋の倒壊やライフライン等の被害が増大する。

⑷ 積雪や凍結等が輸送、復旧等の活動の阻害要因となる。

⑸ 雪崩、落雪の可能性がある。

⑹ 地理的条件により、ほかの地域からの応援が到達するまで一定程度の時間を要す

る。

２ 積雪寒冷地特有の課題に対する措置

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、冬季に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震が発生した場合、部隊の現場への到達や救出救助活動に通常よりも時間を要するこ

とを踏まえ、必要な人員や装備資器材の確保等の体制の充実や関係機関との連携を図

るほか、より災害現場に即した環境での体系的・段階的な訓練の実施等により、救出

救助能力の強化、持続活動能力の向上、効率的な部隊運用等を図るものとする。

また、積雪や凍結等により、物資輸送が遅延するおそれがあることを考慮した、備

蓄・調達体制の整備について配慮するものとする。

第３ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発生時にとるべき措置

１ 災害警備本部等の設置

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発

生し、警備体制の設置基準に該当する場合においては、遅滞なく所要の警備体制を構

築するものとする。

２ 津波警報等の情報伝達

第７章の第１の措置に準ずる。

３ 津波からの円滑な避難の確保及び迅速な救助

第７章の第１の措置に準ずる。

４ 社会秩序の維持

第４章の第12の措置及び第７章の第１の措置に準ずる。

第４ 交通対策

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発生時における交通対策については、第３章の第

12の措置、第４章の第８の措置及び第７章の第１の措置に準ずるほか、円滑な交通規制

を図るため、特に以下に定める事項を講ずるものとする。

⑴ 避難路及び緊急交通路確保のための一般車両の使用の抑制についての関係機関等

に対する協力依頼



⑵ 運転者等への交通情報の伝達を迅速かつ的確に実施するための報道機関、日本道

路交通情報センター等との密接な連携の確保

⑶ 総合的交通対策実施のためのバス、鉄道等公共交通機関の運行についての関係機

関との連絡調整

⑷ 避難路、緊急輸送道路、避難場所及び防災上重要な施設の周辺道路における駐車

禁止規制の実効の確保並びに違法な道路使用及び放置物件の排除

⑸ 警備業者等との支援協定等に基づく交通誘導の実施等に関する要請

第５ 後発地震に対して注意する措置を講ずる期間等の措置

１ 後発地震に対して注意する措置を講ずる期間

警察本部 「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域 （以下「推進地、 」

域」という ）が所在する方面本部及び推進地域を管轄する警察署は、後発地震への。

注意を促す情報が発信された場合 「後発地震への注意を促す情報の発信に至った地、

震 （以下「先発地震」という ）の発生から１週間、先発地震発生時の体制を維持す」 。

るものとする。

また、先発地震の被害が道内で警戒体制に至らない場合であっても、災害警備連絡

室を設置し、先発地震の発生から１週間、警戒体制を維持するものとする。

２ 後発地震に対して注意する措置を講ずる期間終了後における措置

後発地震に対して注意する措置を講ずる期間終了後も、引き続き警備体制を継続し

災害応急対策に備えるものとする。

なお、警備体制の解除については、警察本部長の指示によるものとする。

第７章 自然災害対策

第１ 津波災害対策

１ 災害に備えての措置

⑴ 非常参集計画の策定

警察署長は、津波により警察署庁舎の浸水が想定される場合には、執務時間外に

大津波警報が発表された場合に職員がとるべき基本行動を示す非常参集計画を策定

するものとする。

⑵ 津波警報・注意報等の伝達

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、地域住民に対する迅速かつ正確な津波

警報・注意報等の伝達のため、手段の多重化及び多様化を含めた連絡・伝達体制を

整備するものとする。

⑶ 津波からの避難誘導等

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、津波被害の特性を踏まえ、津波によっ

て浸水が予想される地域の住民を安全に避難誘導するため、次に掲げる措置をとる

ものとする。

実態把握(ア)

津波によって浸水が予想される地域の危険箇所、避難行動要支援者の実態把



握に努めるものとする。

また、市町村から名簿等情報の提供を受けた場合は、実態把握に効果的に活

用するとともに、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置をとるものとする。

避難場所の選定、避難路の複数指定(イ)

自治体と協力して浸水予測地図等によりあらかじめ予想した被害状況に応じ

て、避難場所の選定及び個々の避難場所に至る避難路の複数指定に努めるもの

とする。

住民等への周知徹底(ウ)

自治体と連携して、防災訓練等を通じて、住民等に対し、津波に対する地勢

的特性に関する知識、避難路、避難場所、避難方法等について周知徹底を図る

ものとする。この際、避難のための車両の使用については、次に掲げる事項に

留意することを周知徹底するものとする。

津波の発生時に車両を運転中である場合、又はそれ以外の場合であって(ａ)

津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のために車両を使用

しないこと。

津波から避難するため車両を使用するときは、道路の損壊、信号機の作(ｂ)

動停止、道路上の障害物等に十分注意しながら運転すること。

避難行動要支援者に係る避難誘導体制の整備(エ)

自治体と連携し、避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、地域住民、

自主防災組織等の協力を得ながら、平素から名簿等情報の活用等により、避難

行動要支援者に係る避難誘導体制の整備を図るものとする。

避難手段の検討(オ)

津波発生時の避難については、徒歩によることを原則とするが、津波到達時

間、避難場所までの距離、避難行動要支援者の存在、避難路の状況等を踏まえ

て、やむを得ず自動車で避難せざるを得ない場合における安全かつ確実な避難

方策について、市町村から協議があった際には、警備部門と交通部門が連携し

て対応するものとする。

津波警報等発表時の津波避難誘導活動計画の策定(カ)

避難誘導に当たる災害警備要員の安全を確保するため、津波到達までに実施

する活動に係る津波警報等発表時の津波避難誘導活動計画を策定するものとす

る。

⑷ 警察施設等の災害対策

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、津波による被害のおそれのある警察施

、 、 、設等については 津波に対する安全性に配慮するとともに 建築物の耐浪性の向上

非常用電源の設置場所や物資の備蓄場所を想定浸水深より高い位置とするなど、津

波に対する対応力を強化するものとする。

⑸ 交通管制施設及び交通管理体制の整備



警察本部長及び方面本部長は、信号機、交通情報板等の交通管制施設について津

波被害に対する安全性の確保を図るとともに、災害時における広域的な交通管理体

制の整備を図るものとする。

また、道路交通機能の確保のため重要となる信号機電源付加装置の整備等の信号

機滅灯対策を推進するものとする。

⑹ 災害用装備資機材の整備充実等

警察本部長は、津波災害について、胴付水中長靴、とび口、ゴム長手袋、踏み抜

き防止板等捜索用機材等の災害警備用装備資機材の整備充実を図るものとする。

⑺ 情報の確保と多重化

所属の長は、津波に関する情報を確実に把握できるよう、所属職員に対し携帯ラ

ジオの活用を周知するものとする。

⑻ 教養訓練の実施等

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、津波到達時間を踏まえた避難誘導活動

等を迅速かつ的確に実施するため、津波の想定浸水域、無線機等情報伝達機器の確

実な運用等津波災害に関する教養を実施するとともに、自治体等と連携した訓練の

実施に努めるものとする。

⑼ 被留置者への対応

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、津波浸水予測等を踏まえ、被留置者の

避難や移送を的確に行うため、非常計画の見直し及び訓練を実施するものとする。

また、被留置者の処遇を確保するための装備資機材等の整備及び被留置者の移送

に関し、検察庁と必要な連携を図るものとする。

２ 災害発生時の対策

⑴ 津波警報等の伝達

ア 関係市町村長への伝達

関係市町村長への大津波警報、津波警報及び津波注意報（次事項において「津

波警報等」という ）の伝達については、別に定める要領により、行うものとす。

る。

イ 沿岸住民等への伝達

災害警備本部等は、津波警報等が発表された場合又は津波による浸水が発生す

ると判断した場合には、津波警報等を迅速かつ正確に沿岸住民、船舶等に伝達す

るものとする。その際、対象者に漏れなく、かつ、分かりやすい伝達に努めると

ともに、避難行動要支援者に応じたものとする。

⑵ 被災者の避難誘導等

災害警備本部等は、避難誘導や防災対応に当たる警察官の安全を確保しつつ、予

想される津波到達時間も考慮し、必要に応じ警察官が避難指示を行うなどして、安

全かつ迅速な避難誘導を行うものとする。

また、市町村から名簿等情報の提供を受けた場合は、避難誘導に効果的に活用す



るものとする。

⑶ 被災者の救出救助活動

災害警備本部等は、津波災害現場における被災者の救出救助に当たっては、警察

用航空機、災害救助犬及び各種装備資機材を活用するものとする。

⑷ 身元確認等

災害警備本部等は、津波災害においては遺体の身元確認が困難となるケースが多

いことを考慮し、自治体等と連携し、また、必要に応じて他の都府県警察に支援を

要請するなどして、検視・死体調査の要員・場所等を確保するとともに、遺体の身

元確認に資する資料の収集・確保、医師等との連携に配意し、迅速かつ的確な検視・

死体調査、身元確認、遺族等への遺体の引渡し等に努めるものとする。

⑸ 行方不明者の相談活動等の実施

災害警備本部等は、津波災害においては被災地が広範囲にわたることから、被災

者の安否を気遣う肉親等の相談に応じるため、行方不明者相談所、消息確認電話、

相談窓口等の設置に努めるものとする。その際、災害対策基本法において行方不明

者数については市町村が把握することとされていること（ただし、市町村において

は、安否の確認がとれていないことのみでは、行方不明者数として計上しないこと

に留意する必要がある ）及び安否確認のため市町村において把握している避難者。

情報等を活用する必要があることから、行方不明者に係る相談について、市町村と

の情報共有を図るものとする。

さらに、避難所等に避難している被災者の不安を和らげるため、移動交番車の派

遣や避難所への警察官の立ち寄り等による相談活動を推進するなど避難所等におけ

る親身な活動を推進するものとする。

⑹ 社会秩序の維持

災害警備本部等は、津波災害においては被災地が広範囲にわたることを考慮し、

窃盗等の犯罪の発生や救援物資の搬送路及び集積地における混乱、避難所内等での

女性や子供等に対する性暴力・ＤＶやトラブル等を防止するため、被災地及びその

周辺（海上を含む ）におけるパトロールの強化、避難所等の定期的な巡回等を行。

うものとする。

また、被災地において発生することが予想される悪質商法等の生活経済事犯、知

能犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被

災地の社会秩序の維持に努めるものとする。

加えて、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとと

もに、災害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集及び道民に対する適切な情報提

供を行うなど社会的混乱の抑制に努めるものとする。

⑺ 大量拾得物の処理

災害警備本部等は、津波災害により広範囲が被災し、大量の拾得物を取り扱う場

合においては、保管場所の確保、必要な処理体制の整備等早期返還に向けた対応に



努めるものとする。

第２ 風水害対策

１ 道民の防災活動の促進

⑴ 避難誘導対策

ア 避難路等の周知徹底

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、平素から各種講習会、研修会の場等

を通じて、風水害被害の防止や軽減の観点から早期避難に対する住民等の理解と

協力を得るとともに、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難路等について

周知徹底するものとする。

また、地下街等不特定多数の利用者が集合する施設等においては、その利用者

等に対して、施設管理者と連携して、避難場所、避難路等について周知徹底する

ものとする。

イ 土砂災害警戒区域等の周知徹底

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、ミニ広報紙等を通じ、地域住民等に

対して土砂災害警戒区域や風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合の行

動マニュアル等について分かりやすく示すものとする。

⑵ 防災知識の普及

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、被害の防止・軽減の観点から、地域住

民に対して 「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動、

をとること及び早期避難の重要性を住民に周知し、地域住民の理解と協力を得るも

のとする。

⑶ 防災訓練等の実施

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、防災週間、水防月間、土砂災害防止月

間等を通じ、積極的に防災訓練等を実施するものとする。

２ 警察施設等の災害対策

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、水害のおそれのある地域の警察施設等に

ついては、非常用電源設備の整備に努めるほか、その設置場所や物資の保存場所を想

定浸水深より高い位置とするなど、水害に対する対応力を強化するものとする。

３ 災害発生直前の対策

⑴ 風水害に関する警報等の伝達

警察署長は、被害を及ぼすおそれのある洪水等の状況を把握した場合は、交番、

、 。駐在所 パトカー等の勤務員を活用して住民等に対し速やかに伝達するものとする

その際、対象者に漏れなく、かつ、分かりやすい伝達に努めるとともに、避難行動

要支援者にも配慮するものとする。

⑵ 住民等の避難誘導

警察署長は、風水害の発生のおそれがある場合には、河川管理者、水防団等と連

、 。携を図りながら 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の警戒活動を行うものとする



また、地下街等不特定多数の利用者が集合する施設等については、施設管理者と

連携を図りながら警戒活動を行うものとする。

その結果、危険と認められる場合には、住民等に対する避難指示等を行うととも

に、適切な避難誘導を実施するものとする。その際、次に掲げる事項に配意するも

のとする。

住民等への避難指示等の伝達に当たっては、交番、駐在所、パトカー等の勤(ア)

務員を活用して迅速かつ的確な伝達に努めること。

避難誘導に当たっては、災害の概要、避難場所・避難路、浸水想定区域・土(イ)

砂災害警戒区域に指定されている事実その他の避難に資する情報の伝達に努め

ること。

警察用航空機、警察用船舶等による避難についても検討し、必要に応じ実施(ウ)

すること。

情報の伝達及び避難誘導の実施に当たっては、避難行動要支援者に十分配慮(エ)

するよう努めること。

⑶ 災害未然防止活動

警察署長は、河川管理者等が洪水及び高潮による被害の発生を未然に防止するた

め、ダム、せき、水門等の操作を行うに当たり、危害を防止するため必要があると

認めるときは、交番、駐在所、パトカー等の勤務員等を通じて住民等に対して当該

操作に関し必要な事項を周知徹底するものとする。

４ 災害の拡大防止と二次災害の防止活動

災害警備本部等は、浸水被害が発生した地域又は土砂災害の発生の危険性が高いと

判断された箇所について、適切な警戒避難措置をとるとともに、現場警察官による交

通規制を実施するなどして、二次災害の防止に努めるものとする。

第３ 火山災害対策

１ 火山防災協議会への参画

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、噴火の可能性が高く、人的被害を防止す

るために警戒避難体制を特に整備すべき地域として国が指定した地域（以下「警戒地

域」という ）をその区域に含む市町村が組織する火山防災協議会における協議に積。

極的に参画するものとする。

２ 情報の伝達及び避難誘導体制の整備

⑴ 火山情報等の伝達体制の整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、火山の異常な活動を把握した際の情報

等を住民等に伝達する体制の整備を図るものとする。

⑵ 住民等の避難誘導体制の整備

、 、 、 、警察本部長 方面本部長及び警察署長は 平素から自治体と連携して 避難場所

避難路等について住民等への周知徹底に努めるものとする。

また、火山防災協議会（活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）第４条



に規定する火山防災協議会をいう ）が策定する避難計画と整合した災害発生時の。

避難誘導に係る計画を作成し、訓練を行うものとする。

３ 火山災害対策用装備資機材の整備充実等

警察本部長は、火山性ガス検知器、火山性ガス対応マスク等の火山災害対策用装備

資機材の整備充実に努めるものとする。

また、大規模噴火が発生した場合、山麓のみならず都市部を含む遠隔地域において

も火山灰等が広範囲に堆積し、火山泥流による被害や、インフラ施設への影響による

道民生活や社会経済活動の大きな混乱が生じる可能性があることから、降灰対策に資

する装備資機材の整備充実等必要な対策に努めるものとする。

４ 災害発生直前の対策

⑴ 火山災害に関する情報の伝達

災害警備本部等は、気象庁から臨時火山情報、緊急火山情報等が発表された場合

には、速やかに交番、駐在所、パトカー等の勤務員を活用して住民等に対し、迅速

かつ的確に伝達するものとする。

⑵ 避難誘導

災害警備本部等は、警戒区域が設定された場合には、適切な避難誘導を実施する

など、迅速かつ円滑な警戒避難対策をとるものとする。避難誘導に当たっては、災

害の概要、避難場所・避難路の所在その他の避難に資する情報の伝達に努めるとと

もに、避難行動要支援者に配慮するものとする。

５ 二次災害の防止

災害警備本部等は、火山噴火による噴出物等が堆積している地域においては、降雨

による土石流等の発生のおそれがあることに十分留意して二次災害の防止に努めるも

のとする。

６ 継続災害への対応

⑴ 避難対策

災害警備本部等は、火山噴火等が長期化した場合には、火山の活動状況を考慮し

つつ、関係機関から得た火山現象に関する情報を住民等へ的確に伝達するための体

制及び状況に応じた警戒避難体制の整備を図るものとする。

⑵ 安全確保対策

災害警備本部等は、火山災害の状況に応じ、火山泥流、土石流対策等適切な安全

確保対策をとるものとする。

第４ 雪害対策

１ 災害に備えての措置

⑴ 雪害に強い交通管制施設の整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、地域の特殊性を考慮しつつ、信号機、

交通情報板、交通管制センター等交通管制施設について雪害に強い施設の整備に配

意するとともに、雪害時の交通管理体制の整備を図るものとする。



⑵ 気象状況の伝達体制の整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、積雪量等の気象状況等の情報を迅速か

つ正確に収集・伝達するための体制及び施設の充実を図るものとする。

⑶ 危険箇所の周知徹底

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、他の関係機関と連携して雪崩危険箇所

を把握し、住民等への周知徹底に努めるものとする。

⑷ 運転者への周知活動

ア 警察本部長、方面本部長及び警察署長は、地域の実情に応じ、各種研修等を通

じて、大雪時も含め冬季に運転する際の必要な準備について、車両の運転者への

周知に努めるものとする。

イ 警察本部長、方面本部長及び警察署長は、立ち往生車両が生じた場合、通行止

め規制が解除されるまで車内で待機しようとする運転者に対し、排気ガス（一酸

化炭素）による中毒の防止に関する呼び掛けを確実に行うものとする。

⑸ 緊急交通路の確保

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、緊急交通路の確保に備え、緊急度、重

要度等を考慮して、交通規制等を行うものとする。

⑹ 道路管理者との調整

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、大規模な車両滞留や長時間の通行止め

を引き起こすおそれのある大雪時において、道路管理者による広範囲での計画的・

予防的な通行規制等が円滑に実施されるよう、必要に応じて道路管理者と連携協力

するものとする。

２ 災害発生時における措置

⑴ 警備体制の確立

道内で雪害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警備体制を構築

して警備諸対策を推進する必要があると認めるときは、第２章に定めるところによ

り、災害警備本部等を設置するものとする。

⑵ 広報活動

災害警備本部等は、住民の安全確保、被害の拡大防止のため必要があると認める

ときは、雪害の発生、住民等のとるべき措置等について、積極的に広報するものと

する。

⑶ 防災関係機関との連携の確立

災害警備本部等は、自治体、道路管理者その他の防災関係機関に対して、救出救

助、避難誘導等の災害警備活動が円滑に行われるよう、除雪の支援等必要な協力を

確保するほか、通行止めその他の被害の拡大防止を図る上で必要な措置をとるよう

要請するものとする。

⑷ 救出救助活動

災害警備本部等は、救出救助部隊を早期に被災地に投入するものとする。このと



き、雪上車、スノーモービル等の装備資機材の活用のほか、防災関係機関による除

雪の支援を得るなど、効果的、効率的な活動に配意するものとする。

第８章 事故災害対策

第１ 海上災害対策

１ 災害に備えての措置

⑴ 関係機関との相互連携

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、海上保安庁、自治体、消防機関、港湾

管理者等の関係機関と連携して、海上災害に備えた諸対策に当たるものとする。

⑵ 情報収集・連絡体制の整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、海上保安庁、自治体、消防機関、港湾

管理者等の関係機関との間における情報の収集・連絡体制の整備を図るものとす

る。

また、航行船舶等からの情報収集体制の整備を図るものとする。

⑶ 危険物等の大量流出時における活動体制の整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、海上災害により危険物等が大量に流出

した場合に備えて、地域住民等の避難誘導活動、危険物等の防除活動等を行うため

の体制の整備を図るものとする。

⑷ 海上災害警備用装備資機材の整備充実

警察本部長は、海上災害に備え、潜水用具セット、水中通話装置等救出救助用機

材の整備充実に努めるものとする。

⑸ 警察用船舶の広域運用に必要な措置

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、平素から、管轄する水域の全域につい

、 、ての海図 航路図等の警察用船舶の広域運用に必要な基礎資料を整備するとともに

気象・海象情報の収集、係留場所の確保、燃料の確保、相互通信の確保、回航又は

運航が可能な経路の把握等警察用船舶の広域運用に必要な措置をとるものとする。

⑹ 防災訓練の実施

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、海上保安庁、自治体、消防機関、民間

救助・防災組織、関係事業者、港湾管理者等と相互に連携し、大規模海難や危険物

等の大量流出を想定した実践的な訓練の実施に努めるものとする。

２ 災害発生時における措置

⑴ 情報の収集

災害警備本部等は、大規模な海上災害が発生し、又は発生するおそれのある事案

を認知した場合においては、警察用航空機、警察用船舶等を活用し、直ちに被害状

況等についての情報収集活動を行うものとする。

また、航行船舶、地域住民等からの情報入手にも努めるものとする。

⑵ 捜索活動及び救出救助活動

災害警備本部等は、海上災害が発生して多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が



生じた場合には、警察用航空機、警察用船舶等を活用し、迅速な捜索活動及び救出

救助活動を実施するものとする。

なお、沿岸における捜索活動及び救出救助活動については、潮の流れなどを踏ま

え、広範囲に行うものとする。

⑶ 危険物等の大量流出時等の措置

ア 沿岸における警戒監視活動

災害警備本部等は、危険物等の大量流出等の海上災害が発生した場合において

は、警察用航空機、警察用船舶等を活用するとともに、沿岸における警ら活動を

行い、漂着物の状況等を把握するための沿岸調査及び警戒監視活動を行うものと

する。

イ 危険物等の大量流出等に対する応急対策

災害警備本部等は、危険物等の大量流出等の災害が発生した場合には、防災関

係機関と緊密に連携し、地域住民等の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制

等を実施するとともに、危険物等の防除活動を行うものとする。その際、必要な

装備資機材の迅速な調達にも、配意するものとする。

第２ 航空災害対策

１ 災害に備えての措置

⑴ 航空災害応急体制の整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、管内の実情に応じ、航空災害が発生し

た場合における警備体制、部隊の編成・運用、職員の招集・参集、情報の収集・連

絡、避難誘導、救出救助、交通規制等の初動措置を的確にとることができるよう、

航空災害に備えた応急体制の整備を図るものとする。

⑵ 防災関係機関との相互連携

、 、 、 、 、警察本部長 方面本部長及び警察署長は 空港管理者 航空運送事業者 自治体

消防機関等の防災関係機関と相互に連携し、航空災害が発生した場合における空港

管理者、航空運送事業者等との連絡体制の整備を図るとともに、航空災害に備えた

諸対策に当たるものとする。

⑶ 基礎資料の整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、空港管理者、医療機関、消防機関、自

治体等の協力を得て、空港周辺における大規模な航空災害の発生に備え、次に掲げ

る資料の収集及び補正に努めるものとする。

空港施設、運航航空機の種別、航路等(ア)

病院等医療機関の収容可能人員、医師数等(イ)

現地における災害警備本部の設置可能な公共施設等(ウ)

防災関係機関の所在地及び連絡方法(エ)

その他必要な資料(オ)

⑷ 防災訓練の実施



、 、 、 、 、警察本部長 方面本部長及び警察署長は 空港管理者 航空運送事業者 自治体

消防機関等と連携し、大規模な航空災害を想定した実践的な防災訓練を随時実施す

るものとする。

２ 行方不明航空機等の捜索活動

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、墜落現場が不明の場合又は航空機の行方

が不明になるなど航空災害発生のおそれがある場合においては、交番、駐在所、パト

カー、白バイ等の勤務員に情報収集に当たらせるとともに、警察用航空機、警察用船

舶等を活用し捜索活動に当たるものとする。

３ 災害発生時における措置

⑴ 情報の収集

災害警備本部等は、航空災害が発生した場合においては、直ちに事故発生地を管

轄する警察署の災害警備要員を墜落現場に出動させ、情報収集活動を行うものとす

る。

また、墜落現場が山間へき地等の場合には、現場の地形、周辺の道路状況、現場

に至る行程、気象状況等の情報も迅速に収集するものとする。

⑵ 救出救助活動等

災害警備本部等は、航空災害が発生した場合においては、事故発生地を管轄する

警察署の災害警備要員のほか、救出救助部隊を直ちに出動させ、防災関係機関と緊

密に連携し、乗客、乗務員等の救出救助活動を迅速に行うものとする。

航空機の墜落現場の捜索に当たっては、広範囲にこれを行い、生存者等の迅速な

発見に努めるものとする。

⑶ 立入禁止区域の設定等

災害警備本部等は、航空機が人家密集地域へ墜落した場合その他被害が拡大する

おそれがある場合には、迅速に立入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対

する避難誘導を迅速かつ的確に行うものとする。

第３ 鉄道災害対策

１ 災害に備えての措置

⑴ 防災関係機関との相互連携

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、鉄軌道事業者等の防災関係機関と相互

に連携し、鉄軌道上及びその直近で落石、土砂崩れ等の異常が発見された場合にお

ける鉄軌道事業者への連絡体制の整備を図るとともに、鉄道災害に備えた諸対策に

当たるものとする。

⑵ 防災訓練の実施

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、鉄軌道事業者等と相互に連携し、大規

模な鉄道災害を想定した実践的な防災訓練の実施に努めるものとする。

２ 災害発生時における措置

⑴ 救出救助活動



災害警備本部等は、大規模な鉄道災害が発生した場合においては、事故発生地を

管轄する警察署の災害警備要員のほか、救出救助部隊を直ちに出動させ、乗客、乗

務員等の救出救助活動を迅速に行うものとする。この場合、高齢者、障害者、負傷

の程度が重い者等の救出救助を優先して行うものとする。

⑵ 立入禁止区域の設定等

災害警備本部等は、脱線した鉄軌道車両が高架から人家密集地域や道路に転落す

るおそれがある場合その他被害が拡大するおそれがある場合においては、迅速に立

入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導を的確に行うものと

する。

３ 二次災害の防止

災害警備本部等は、鉄道災害現場における捜索、救出救助活動等に当たっては、鉄

軌道事業者等と連携し、後続車両の衝突等の二次災害の防止措置を確実に行うものと

する。

また、鉄軌道上への落石、土砂崩れ等に起因する災害の現場においては、監視員を

置くなどの措置を確実に行うものとする。

第４ 道路災害対策

１ 災害に備えての措置

⑴ 防災関係機関との相互連携

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、道路管理者、自治体等の防災関係機関

と相互に連携し、道路災害に備えた諸対策に当たるものとする。

⑵ 危険箇所等の把握と防災関係機関に対する要請

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、道路災害を予防するため、平素から山

（崖）崩れ危険箇所等の発見及び点検に努め、基礎資料の作成及び補正を行うとと

もに、危険度の高い箇所については、関係機関に対し改善、補修の措置の要請を積

極的に行うものとする。

⑶ 連絡体制等の整備

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、道路災害に発展するおそれのある山

（崖）崩れなどの事故等を認知した場合における防災関係機関との連絡体制及び道

路利用者等へ情報の伝達体制の整備を図るものとする。

また、民間企業、報道機関、地域住民等からの情報等、多様な道路災害関連情報

の収集体制の整備を図るものとする。

⑷ 防災訓練の実施

、 、 、 、警察本部長 方面本部長及び警察署長は 道路管理者 自治体等と相互に連携し

大規模な道路災害の発生を想定した実践的な訓練の実施に努めるものとする。

２ 災害発生時における措置

⑴ 情報の収集

災害警備本部等は、道路災害が発生した場合においては、直ちに事故発生地を管



轄する警察署の災害警備要員を現場に出動させ、目撃者からの情報、関係機関への

問合せ、現場の状況などにより、事故に巻き込まれた通行人、通行車両等の人的被

害の有無について迅速に確認を行うものとする。

⑵ 救出救助活動

、 、 、災害警備本部等は 道路災害が発生し 多数の死傷者等が生じた場合においては

事故発生地を管轄する警察署の災害警備要員のほか、救出救助部隊を直ちに出動さ

せ、救出救助用機材を有効に活用して、迅速に被災者等の救出救助活動に当たるも

のとする。

⑶ 立入禁止区域の設定等

災害警備本部等は、道路災害が通行量の多い道路において発生した場合その他被

害が拡大するおそれがある場合においては、迅速に立入禁止区域を設定するととも

に、通行者、通行車両等に対する交通規制及び避難誘導を的確に行うものとする。

⑷ 危険物の流出に対する応急対策

災害警備本部等は、道路災害の発生により、タンクローリー車等危険物を運搬中

の車両が被災し、危険物が流出した場合には、地域住民等の避難誘導等を実施する

ほか、危険物の防除活動を行うものとする。

３ 二次災害の防止

災害警備本部等は、道路災害現場における救出救助活動等に当たっては山（崖）崩

、 。れ等による二次災害の防止のため 監視員を置くなどの措置を確実に行うものとする

第５ 原子力災害対策

原子力災害に関する具体的な災害警備計画については、別に定めるものとする。

第６ 危険物等災害対策

１ 災害に備えての措置

⑴ 防災関係機関との相互連携

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自治体、消防機関、危険物等の管理者

等の防災関係機関と相互に連携し、危険物等関係施設において、危険物等災害が発

生した場合に備え、事業者等との連絡体制の整備を図るとともに、危険物等災害に

備えた諸対策に当たるものとする。

⑵ 危険物等関係施設の実態把握

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、危険物等災害の発生に備え、平素から

危険物等の貯蔵・取扱事業所、高圧ガスの貯蔵・取扱事業所、石油コンビナート等

特別防災区域内における危険物等の取扱事業所等の実態把握に努めるものとする。

⑶ 危険物等災害警備用装備資機材の整備充実

警察本部長は、危険物等災害に備え、次に掲げる装備資機材の整備充実に努める

ものとする。

生化学防護服、特殊型防護ガスマスク等防護用機材(ア)

ガス等測定器、送排風機、消火器、毛布等救出救助用機材(イ)



⑷ 避難場所等の周知徹底

石油コンビナート等危険物等関係施設の所在地を管轄する警察署長は、平素の警

察活動を通じて、地域住民等に対して、危険物等災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合の避難場所、避難路及び避難時の留意事項について周知徹底を図るも

のとする。

⑸ 火薬類取締法等の法令に定める権限の行使

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、危険物等災害防止のため、火薬類取締

法等の法令に定める権限を適切に行使するものとする。

⑹ 防災訓練の実施

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自治体、消防機関、危険物等の事業者

等と相互に連携し、大規模な危険物等災害を想定した実践的な訓練を随時実施する

ものとする。

また、危険物等災害警備用装備資機材の操作訓練、生化学防護服等の着脱訓練等

も随時行うものとする。

２ 災害発生時における措置

⑴ 情報の収集

災害警備本部等は、大規模な危険物等災害が発生した場合においては、警察用航

空機等を活用し、直ちに被害状況等についての情報収集を行うものとする。

また、情報の収集に当たっては、消防機関、危険物等の事業者等と緊密な連携を

とり、安全かつ的確な警察活動に資するため、危険物等に対する専門的知識に基づ

いた正確な情報の収集に努めるものとする。

⑵ 救出救助活動

災害警備本部等は、危険物等災害が発生した場合においては、事故発生地を管轄

する警察署の災害警備要員のほか、救出救助部隊を直ちに出動させ、従業員等被災

者の救出救助、避難誘導を行い、被害の拡大防止に努めるものとする。

また、救出救助活動等に当たっては、生化学防護服、特殊型防護ガスマスク、ガ

ス等測定器、送排風機等の装備資機材を有効に活用して、被災者及び災害警備要員

の安全確保に努めるものとする。

⑶ 立入禁止区域の設定

災害警備本部等は、危険物等が漏えい、流出又は飛散した場合には、直ちに立入

禁止区域を設定して、被害の拡大防止に努めるものとする。

⑷ 危険物等の大量漏えい等に対する応急対策

災害警備本部等は、危険物等が大量に漏えい、流出又は飛散した場合には、防災

関係機関と緊密に連携し、地域住民等の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制

活動等を実施するほか、危険物等の防除活動を行うものとする。

⑸ 火薬類取締法等の法令に定める権限の行使

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、危険物等災害が発生し、又は発生する



おそれがある場合においては、火薬類取締法等の法令に定める権限を適切に行使す

るものとする。

第７ 火事災害対策

１ 災害に備えての措置

⑴ 防災関係機関との相互連携

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、消防機関、自治体、営林官署等の防災

関係機関と相互に連携し、大規模な火事災害が発生した場合における消防機関、高

層建築物、地下街等の管理者、営林官署等との連絡体制の整備を図るとともに、火

事災害に備えた諸対策に当たるものとする。

⑵ 管内実態の把握

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、平素から、火災が発生した場合に大規

模な被害発生のおそれがある高層建築物、地下街等について、それぞれの管理体制

及び保安施設の具体的状況等の実態把握に努めるものとする。

⑶ 防災訓練の実施

警察本部長、方面本部長及び警察署長は、消防機関等の実施する大規模な火事災

、 。害を想定した防災訓練に参加し 相互に連携した訓練を行うよう努めるものとする

２ 災害発生時における措置

災害警備本部等は、大規模な火事災害が発生した場合においては、迅速に立入禁止

区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導を的確に行うものとする。

第９章 道外における災害への対応

第１ 北海道警察災害派遣隊の派遣

警察本部長は、道外において大規模災害が発生し、又は正に発生しようとしている場

合において、援助の要求を受けたときは、北海道警察災害派遣隊を編成し、所要の手続

を行うものとする。

なお、北海道警察災害派遣隊の編成、運用等は、別に定めるものとする。

第２ 北海道警察災害派遣警備本部の設置

、 、 、警察本部長は 北海道警察災害派遣隊を被災地警察に派遣するときは 必要に応じて

警察本部長を警備本部長とする北海道警察災害派遣警備本部を設置するものとする。

なお、北海道警察災害派遣警備本部の編成は、別に定めるものとする。


